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は じ め に

今世紀初頭において，西欧社会ではパブリック・ガバナンスの理論的探

究課題が大きくクローズアップしてきている（March & Olsen 1995，西

岡 2006，Bevir 2010，Osborne 2010，大山 2010，小池 2010）。その背

景には周知のとおり，1980年代以降，英国や米国等において新自由主義が

大きな影響力を発揮した。とりわけその行政改革手法である新公共経営論

（New Public Management：NPM）では，政府の失敗への悲観的な見方と

市場メカニズムへの楽観的なそれが支配していった結果，国営企業の民営

化をはじめ民間委託・公私連携政策・市場化テスト・エージェンシー化の
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実施が着実に拡大されてきている。しかしながら一方で新自由主義が望ん

だ完全な競争や安定したサービスの十分な提供は進まず，他方で当然のこ

とながら外部経済性や社会的公正性の問題も発生したことから，新自由主

義の主眼である国家規制の根本的な撤廃も果たせないままに，さらに公共

目的と相互信頼に基づく社会全体の取組に向けての支援促進政策の方向に

ほとんど結び付いていかないことが次第に明らかになってきている

（OECD 2006，2010a，2010b）。

こうした中で注目すべき状況が生じてきている。それは欧州連合をはじ

め政府セクター・営利セクター・非営利セクターの間で，正式・非正式の

両レベルで，様々な目的をもつネットワークの急激な形成がみられること

である（安江 2007，明田 2009）。また，こうしたガバナンスのことを，

「相互作用型ガバナンス」（interactive governance）として広義に理解して

いる者たちがいる（S rensen & Torfing 2007）。

彼らはとりわけ政治理論家たちと中枢に位置する意思決定者らが，ガバ

ナンス・ネットワークの概念（後述）を，ガバナンスにおける効果的で正

統的なメカニズムとして注目していると指摘する（S rensen & Torfing

2007，p. 4，以下では出典名等は略して頁数のみとする）。ここで効果的で

あるとみるのは，ガバナンス・ネットワークによって包摂されるグループ

と組織を，社会的断片化と政策変更に抵抗しつつ問題解決に貢献する点か

らみてである。同じく正統的であるとみるのは，意思決定プロセスにおけ

る多数のステイク・ホルダーの参加保証によって，公共政策とガバナンス

の民主主義的正統性を向上させる点からみてである（同上）。

また公共部門と民間部門の主要な意思決定者らも，ますます増大する社

会的な断片化と複雑性そしてダイナミックスによって突きつけられた挑戦

状に対して，最適な回答として，相互作用型のネットワーク・ガバナンス

に大いに期待を寄せている（pp. 5-6）。ここでいう社会的断片化とは，相

対的で自立的なサブシステムとしての社会の機能的差異化の結果として，

相対的で自立的な公的・私的組織の増殖と増大をさす。また複雑性とは意
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思決定に際して増大する専門的要求およびリスクと不確実性の顕在化に加

えて，問題の性格と，様々な解決策の効果，そしてステークホルダー間の

潜在的紛争に関する，いわゆる厄介な諸問題からその程度が増大するもの

である。さらに異なる合理性や，手続と戦略に関する偶然的接合や相互作

用に導いていくような，新たな社会的ダイナミックスは，空間的で時間的

な地平の拡大と相互連携の増大，および諸制度・諸セクターと管轄範囲の

間にある境界線についての曖昧化や論争化によって生み出されるものであ

る（同上）。

ところで先ほどの者たちは，このような複雑で錯綜した状況に対して，

複数の理論的アプローチを活用することによって新たな洞察を試みようと

しているのである1）。彼らとは，デンマーク王国の Roskilde 大学で教鞭を

とる Eva S rensen & Jacob Torfing である。その研究成果は，近年，編者

となってまとめた Theories of Democratic Network Governance，Palgrave

Macmillan，2007 である2)3)。

さて本稿の目的は，S rensen & Torfing の提唱する民主的ガバナンス・

ネットワーク研究における複数の理論的アプローチの活用の試み（以下，

マルチ理論アプローチ〔p. 299〕と呼ぶ）とは一体何であり，いかなる特

徴や課題等があるのかを明らかにすることである。ここでいうマルチ理論

アプローチの試みとは，相互依存理論・ガバナビリティ理論・統合化理

論・ガバメンタリティ理論の知見に基づくアプローチのことである4）。と

りわけ日本のガバナンス研究ではほとんど注目されていない，ふたりの研

究が依拠する理論的立場，すなわち一方で反基礎付け主義とポストマルク

ス主義，他方で新制度主義の立場からのガバナンス・ネットワーク研究の

第二世代研究論の提唱に注目してみることである（堀 2011）。ちなみに国

内で本書を取り上げるのは，管見では外川（2009）と木暮（2009）だけで

ある。ちなみに両者のうち木暮は論題で第二世代研究論を取り上げている。

ただしその議論内容をみると，外川と同様に，本書全体を取り上げるまで

には至っておらず，そのためにふたりの提唱するマルチ理論アプローチに
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基づく第二世代研究論に十分に注意を払っているわけではないことがわか

る5）。

冒頭では，さしあたりこれからの議論の方向性を念頭に置けるようにす

るために，ふたりの考えるマルチ理論アプローチに基づく，第二世代研究

論として取り上げるべき研究課題を簡単にでも紹介しておきたい。ちなみ

に次の諸点は Torfing 自身がガバナンス研究の回顧と展望をおこなった最

新論文において明確に述べているもの（Torfing 2010a：14-16）であり，

堀（2011）でも紹介しているものである。

① 個々の市民と組織化された市民による，民主主義的参加の促進・向

上を進める方向における，ガバナンス・ネットワークの役割に関係す

るもの。

② 政策ネットワークの統合化，および当該の参加者間での相互作用の

形成における言説（ディスコース）と構想（ストリーライン）の役割

に関するもの。

③ ネットワーク化された政策アリーナにおけるソフト・ルールの展開

に関するもの（法的には非拘束的な勧告を始めガイドライン・規範・

標準そして合意という諸手段を用いて，行動規制を試みるもの）。

④ ガバナンス・ネットワークのパフォーマンスとインパクトの評価・

アセスメントの方法に関するもの。

⑤ 公共政策におけるコラボレーティブ・イノベーションに対するガバ

ナンス・ネットワークの貢献に関するもの。

⑥ ネットワーク・ガバナンスにおける政治と権力の役割に関係するも

の（権力は，様々な公共と民間のアクターの間での交渉型相互作用に

おいて，目に見えるものでは決してない。それゆえにガバナンスと権

力の間の本来的に備わっているリンクを把握するために「ガバナンス

の中の権力」を分析するだけでなく，「ガバナンスの権力」「ガバナン

スに対する権力」そして「ガバナンスとしての権力」も分析しなけれ

ばならない）。
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⑦ ガバナンス・ネットワークのメタガバナンスに関係するもの（一方

でガバナンス・ネットワークは自然発生的には出現しないものであっ

て，公共オーソリティによって推進化・主導化・企図化されるもので

ありながら，他方でメタガバナンスは官僚主義的なルール・メーキン

グと絶対的な指揮監督の点で伝統的な国家主義的ガバメント・スタイ

ルに復古することなしに，相互作用型ガバナンスの自己規制的な諸プ

ロセスの推進・管理・指揮に関する熟議的試みを含む）。

最後にふたりを編著者とする本書は，彼ら以外にも15名（12組）の寄稿

者（後述）による，計18章の論考（４部構成）から成っている。そして以

下で具体的に検討する編者のふたりの担当章は，序章と「終章｣6）および

（各部ごとで議論の全体像を示す筆頭章であるところの）第１，第５，第

９，第13である。したがって本稿の叙述順も，この章構成に従うことにし

たい。すなわち次の「１」で序章のガバナンス・ネットワーク研究の第二

世代研究論の提起を紹介し，「２」で第１章のガバナンス・ネットワーク

のダイナミックス論，「３」で第５章のガバナンス・ネットワークの機能

不全（失敗）論7），「４」で第９章のメタガバナンス論，「５」で第13章の

民主的ネットワーク・ガバナンス論，「６」で「終章」のガバナンス・

ネットワーク研究の第二世代研究論を検討していくつもりである。

1．ガバナンス・ネットワーク研究：
第二世代研究論への提起

はじめに，S rensen & Torfing は，ガバナンスとネットワークという２

つの概念をどのように考え，そして「ガバナンス・ネットワーク」として

新たな内容規定を行って使用することになるのかをみていきたい（序章：

pp. 1-21，以後の叙述は本章に基くものであり，これ以降における叙述も

同様である）。

まずふたりはこの両概念が，共に多様な内容を包括するものであるとみ
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ている（p. 8）。たとえば一方のガバナンスでは，「グッド・ガバナンス」

に関する世界銀行の勧告や「ガバメント無きガバニング」の可能性に関す

る国際関係論での論争，「経済的ガバナンス」にとっての制度的諸条件の

議論，「コーポレート・ガバナンス」に関する新たな民間セクター・ビ

ジョン論，NPM の言説，そして公民協力・パートナーシップの新しい試

みといった展開がそれにあたる。他方のネットワークでは，コミュニケー

ション・ネットワークをはじめ，会社間ネットワーク，社会的ネットワー

ク，プロフェッショナル・ネットワーク，越境型ネットワーク，恐怖の

ネットワーク，ネットワーク中心型の戦争，カステルのネットワーク社会

論にまでの展開がそれにあたる。

次にふたりが新たに「ガバナンス・ネットワーク」という概念を採用す

る目的とは，このような広範囲の内容をもつ両概念をひとまとめにするこ

とで，その適用の範囲を限定することができ，特定のネットワークのタイ

プおよび特定のガバナンスの形態をより詳しく調べることができると考え

ているからである。そして彼らはガバナンス・ネットワークを次のように

定義する（p. 9）。

ガバナンス・ネットワークとは，ア相対的に安定した水平的な接合体と

して相互に依存するけれども，作動的にみた場合には自律性のある諸アク

ターが，イ交渉を通じて相互作用を及ぼすのであるけれども，その際にウ

当該の交渉が規則的規範的弁別的想像的なフレームワークのなかで生じ，

そしてエ当該フレームワークが外部機関によって設定された制約の範囲内

で自己規制しており，さらにオ当該機関が公共目的の生産に貢献すること

になるものである。

さて，ふたりはこの定義について，ガバナンス・ネットワークに関して

通常いわれる一般的な特徴のほとんどをガバーしているとみており，その

ためにこれ自体に独創性を認めるつもりはない。むしろ彼らが自分たちの

独創性を主張する点は，ガバメント・ネットワークの考え方によって獲得

できる，事柄の本質を把握する目的にとっての有益な観点が含まれている
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ことにあるという（同上）。具体的には，次の５点を述べる（pp. 9-11）。

第一にガバナンス・ネットワークは数多くの民間の，準公共の，公共の

諸アクターを接合するものである。そしてこれらのアクターは，一方で互

いのリソースと能力に依存しつつ，他方で各アクターが一定の方向で考え

たり行動したりする際に，優越者（上位者）から命令されないという意味

で作動的には自律している。たとえば政治的アクターは特定のガバナン

ス・ネットワークに加わるためには，自らが政策イッシューに直接の関心

があることや，他のアクターにリソースと能力で貢献することを示すこと

になる。ここでの留意点は，ひとつは相互依存性のある関係とはガバナン

ス・ネットワークのアクターのもつ関係性が垂直的ではなくて，あくまで

水平的であるけれども，アクター間でそのリソースと権威が等位的ではな

く，やはり非対称的な状況にあることである。もうひとつはガバナンス・

ネットワークへの参加が任意で退出自由である一方で，アクター間での相

互依存性が誰にも当該ネットワークを崩壊させるようなリスクを冒させず，

ヒエラルキー的コントロールの行使自体をできなくさせているのである。

第二にガバナンス・ネットワークのアクターは，取引と熟議の諸要素を

結びつける交渉を通じて，影響を互に及ぼしあうものである。諸アクター

は，アウトカムの極大化のためにリソース配分を取引するかもしれないこ

とから，こうした交渉は学習活動と共通理解活動を促進するための熟議の

広範なフレームワークの中に組み込まれなければならない。しかしこの熟

議は紛争や権力闘争の脈絡のなかで惹起することから，アクター間の共同

行動がおおざっぱなコンセンサスにしばしば依拠することになるであろう。

第三にガバナンス・ネットワークのアクター間の交渉型相互作用は，制

度的真空状況のなかで惹起するものではなく，むしろ相対的に制度化され

たフレームワークのなかで進行するものである。このフレームワークは，

偶然的に接合されたアイデアや概念機能・ルールからなる混成体である。

具体的に述べれば，ルール・手続を提供する規則的側面を始め，規範や基

準を示す規範的なそれや諸概念や諸コードを生む出す弁別的なそれ，そし
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て諸イデオロギーやアイデンティティを生み出す創造的なそれである。

第四にガバナンス・ネットワークは，相対的に自己規制的なものである。

その理由は，このネットワークがヒエラルキー的指揮命令の一部分でもな

く，ネットワークを市場の法則に服従させるものでもないからである。む

しろ，このガバナンス・ネットワークでは特定の政治的で制度的な環境を

考慮に入れつつ，それ自体のアイデア・リソース・ダイナミックな相互作

用の働きと，参加している交渉に関しての先述の規則的・規範的・弁別

的・創造的なフレームワークのなかで，自己規制キャパシティの開発・促

進・制約を行うものである。

第五にガバナンス・ネットワークは，アリーナの一定の範囲内での公共

目的の生産に貢献するものである。公共目的とは一般公衆に対して有効な

性格を持ち，展望・価値・政策・規制を表している。この下でネットワー

ク・アクターは，ア政策問題の明確化，イ解決方法，ウ新たな諸機会の活

用方法に関する政治的交渉に従事する。ちなみに広義の意味において，公

共目的の生産に貢献しないネットワークはガバナンス・ネットワークに入

らないと考えている。

ここで，以上のようにガバナンス・ネットワークを定義することになる

と，冒頭で触れられている様々なタイプの情報をはじめ人材・資金・手段

を相互に依存し合うガバナンスのうち，具体的に，どの程度のガバナンス

がこれらの基準をすべてクリアーすることになるのかという質問が浮上し

てくる（p. 11）。ふたりは，これに対する回答として，すべてをクリアー

できないものも出てくることを認めている。しかしそもそもガバナンス・

ネットワークを広義にみていくならば，そのなかにはすべての相互依存型

ガバナンスを含むことになるし，また実際問題では，相互依存型ガバナン

スとガバナンス・ネットワークの間で境界線をどこに引くかは，あくまで

裁量の問題となっているとして，さらにこれ以上，ここで分類問題を議論

するつもりはないとしている。

さてふたりは，ガバナンス・ネットワークが，最近になって国家と市場
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に対する代替案として注目されていることに同意するものである。そして

そのメカニズムを，「アクター間の関係」「意思決定」「コンプライアンス」

の各視点から明らかにする（表１）。

ここでふたりの説明から，表１に関する内容を２つ補っておきたい

（pp. 11-12）。ひとつは三者のアアクター間の関係が対照的であるのと同じ

く，アクターの性格も対照的であることについてである。すなわちアク

ターは国家では全て権利義務を有する主体で，国家に裏付けられた中心性

とパワーを有する存在であり，市場では無数の自己利益を持ち，共通目的

や義務に束縛されない存在であるのに対して，ガバナンス・ネットワーク

では公共目的のために相互作用を及ぼす，膨大な数に上る自律的で，かつ

依存的なアクターを包摂する存在であるという。

もうひとつは意思決定に関わる合理性の性格について，「本質的」「手続

的」「内省的」と形容される内容である。それぞれは国家であれば政府の

本質的な政治的価値を，官僚による執行と実行に移される詳細な法律や規

制に翻訳することを目的とする合理性であり，市場であれば自由競争の確
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表 1 国家・市場・ガバナンス・ネットワークの特徴

ガバナンス・
メカニズム

視 点
国 家 市 場

ガバナンス・ネット
ワーク

アアクター間の
関係

一元的中心シス
テムとしての強
制的国家規制

多数的中心シス
テムとしての競
争的市場規制

多中心的ガバナンス・
システム

イ意志決定を裏
付ける合理性
の性格

強制的な国家規
制で統治する本
質的な合理性

競争的な市場規
制で統治する手
続的な合理性

内省的な合理性

ウコンプライア
ンス

国家の法的制裁
の手段確保

経済的損失から
の回避策

自己決定したルールと
規範によって，時間的
経過のなかで，一般的
信頼と政治的責務を通
じて確保されるもの

注：S rensen & Torfing（2007）の pp. 11-12 に基づき作成



保のためのルールと手続が遵守される限りにおいて，商品とサービスのパ

レート最適配分に導く市場力のもつ見えざる手というそれであるのに対し

て，ガバナンス・ネットワークでは多様化する利益や概念化・世界観をめ

ぐる継続的紛争のなかで共同決定と集団的解決策を生み出すために，アク

ター間の相互依存性とそれに裏付けられた多元性のもとでの，交渉を含む

内省的で相互作用的な内部決定の策定と，さまざまな紛争規制を行うこと

である。

次に S rensen & Torfing は，この三つのメカニズムのなかで注目する

国家と市場に対する代替案として，どのようにガバナンス・ネットワーク

を位置づけているのか，また他の政治学者や政治的意思決定者によって注

目される「効率的なガバナンス」への期待に対して，どのようなスタンス

を取っているのかをみておきたい。

前者については，ふたりはガバナンス・ネットワークの実行だけで社会

の中心に位置する意思決定者が当該社会を十分に統治していけると考えて

いるのかといえば，そのようには決して考えていないのである（p. 11）。

ふたりには，この３つのメカニズムがそれぞれ強さと弱さを併せ持ってい

るとの認識があるために，政治目的と政策課題ごとに，この３つのなかか

らプラグマチィックに選択するか，あるいはそれぞれのメカニズムに内在

するコーディネーション・モードを考慮したうえで組み合わせるか，に基

づいて判断されなければならないとする立場である。

後者については，ガバナンス・ネットワークの効率性が，次に述べる４

点にわたるその内在的特徴に由来するものであると考えている（pp.

12-13）。ア先を見通した行動を行うガバナンスへの大きな可能性，すなわ

ちネットワーク・アクターが相対的に初期段階で政策の諸問題と新たな機

会を明確化し，具体的な諸条件での複雑性と多様性への柔軟な対応を可能

にできるからである。イ情報・知識・評価を集成するための重要な手段，

すなわちネットワーク・アクターが政策作成と公共ガバナンスに関係して

深い知識を有しており，その知識が実現可能な聡明な選択を行うための重
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要な基礎付けとなっているからである。ウ合意構築に向けて（少なくとも

ステークホルダー間の紛争の文明化のための）フレームワークの確立，エ

執行への抵抗というリスクの削減，すなわち意思決定プロセスに関わる

ネットワーク・アクターであれば決定に対する共同責任と所有権の意義を

発展させることから，執行プロセスを邪魔するよりも，むしろサポートす

る責任を果たすことになるからである。

ちなみにふたりは，当然のことながら，こうした効率性確保の前提がガ

バナンス・ネットワーク機能の十全な発揮であるとしている（pp. 13-14）。

ここでガバナンス・ネットワークを不安化させる要因としては，次の諸点

が考えられている。アネットワーク・アクターの構成変更，イ未解決のま

まで継続する緊張状況と紛争の存在，ウ頼りなく効果も上がらないリー

ダーシップ，エ確実に目に見える結果が現れないことからくるフラスト

レーションの発生，オ政策プロセスを邪魔する外在的な出来事である。そ

してこれらの阻害要因に対しては，後述される自己規制型ガバナンス・

ネットワーク，すなわちメタガバナンスでの対処に期待を寄せることにな

る。さらにたとえ十分に機能しているガバナンス・ネットワークであって

も，革新的な新規政策の導入を妨害したり，政策執行コストを外部に転嫁

したりする場合もありうるとして，諸ガバメントとその他の政治的権威は

公共政策の遂行に悪影響が及ぼされないように，それらの保持するパワー

を利用して解決に当たられなければならないと考えている。要するに，ふ

たりは自らの理論的立場がいわゆる「ガバメント無きガバナンス」あるい

は「ガバメントからガバナンスへ」（堀 2002参照のこと）ではなくて，

「ガバメント並びにガバナンス」であることを明らかにする。

以上のところまでで，S rensen & Torfing の考えるガバナンス・ネット

ワーク論の意義づけと位置づけをいくつか確認しておきたい。

① 欧州社会において政治学者や中心的な意思決定者によって注目され

る「ガバナンス」と「ネットワーク」の概念をひとまとめにし，「ガ

バナンス・ネットワーク」という新たな概念規定を行って使用するこ
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とを提案する。

② その特徴は，「ネットワーク・アクターによる多中心的ガバナン

ス・システム」，「交渉を含む相互作用的な内部諸決定と紛争規制を行

う内省的合理性」，「自己決定したルールと規範によって，時間的経過

のなかで一般的信頼と政治的責務によって確保されるコンプライアン

ス」である。

③ ｢ガバナンス・ネットワーク」は既存の国家と市場のメカニズムに

対する代替案に位置づけられるけれども，決して他者を排除したり

取って替わられたりするものではないと考えていることから，政治目

的と政策課題ごとに，３つのなかでの選択と組み合わせが判断されな

ければならないとの立場をとる（この内容を，「ガバメント並びにガ

バナンス」論の内容 と呼ぶ）。

④ ガバナンス・ネットワークに対して，その内在的特徴に由来する効

率性が大きく期待されることは当然であるけれども，それが十全に機

能を発揮できるようにするためには不安要因の除去が必要である。た

とえ効率的なガバナンス・ネットワークであったとしても，公共政策

の遂行に悪影響を及ぼす場合には，諸ガバメントとその他の政治的権

威によって解決が図られる必要がある（同様に，内容 と呼ぶ）。

さてここからは，S rensen & Torfing が以上の見地から，これまでの研

究を第一世代として評価しつつ，さらに研究を発展させる意味を込めて，

次の第二世代研究論として求められる研究課題を積極的に提起することに

ついてみていきたい。本書では，後述のとおり関係する代表的な論者に寄

稿を要請して，パブリック・ガバナンス論の見取り図づくりを行うことに

なる。その際に，これらの論者の依拠する理論的背景に関して，その位置

関係を明確にするフレームワークも一緒に提示することになる。ここでそ

の点を，あらかじめみておきたい（pp. 14-20）。

はじめにふたりは，第一世代の研究を評価する理由として，次の質問へ

の回答を行うことができたからであるとする。それは アなぜガバナン
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ス・ネットワークが形成されるのか，イガバナンス・ネットワークが国家

のヒエラルキー的支配および市場アナーキーとはどのように異なっている

のか，ウガバナンス・ネットワークが異なる諸国と政策分野のなかで，異

なる政策的規模における将来を効果的に見通するガバナンスに，どのよう

に貢献するのかである。

そしてふたりは，現在，改めて第二世代としての研究課題として，次の

質問への回答を用意する必要があるとする（p. 14，後掲の注５も参照のこ

と）。それは アガバナンス・ネットワークの形成・機能化・発展を，どの

ように説明することができるのか，イガバナンス・ネットワークの失敗の

原因および成功の諸条件とは何か，ウとりわけ公共オーソリティが様々な

種類のメタガバナンスを通じて，自己規制的ガバナンス・ネットワークを，

どのように規制することができるのか，エネットワーク・ガバナンスに内

在する民主主義的諸問題とその可能性とは何かである。

またふたりは，こうした回答への理論的準備として，表２で整理される

見取り図を提示するのである。この表は次の２つの区別，すなわち算術―

文化と紛争―調整の分析線が組み合わされてできている。これについて，

ふたりの説明はこうである（p. 17）。前者では，社会的行為が，一方で費

用と便益に関する自己利益的な個々人の合理的な「算術」によって推進さ

れるものなのか，他方で特定の「文化」と歴史的文脈に本来的に備わって

いるルール・規範・価値によって形成されるものなのかを表している。後

者では，ある社会におけるガバナンスの顕著な特徴として，一方で繰り返

し起こる「紛争」か，他方で円滑な「調整」を考えるかを表している。

次に，この表のなかで取り上げられている理論とは，相互依存理論・ガ

バナビリティ理論・統合化理論・ガバメンタリティ理論の４つである

（pp. 17-18）。ふたりは，これらの理論について次の３点を，すなわちア

異なる理論的パースペクティブであるけれども，いずれもガバナンス・

ネットワーク理論を提示していること，イただしそのなかにはガバメンタ

リティ理論と統合化理論のように，ガバナンス・ネットワーク理論として
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は曖昧なままのものもあり，また提唱する理論家自身にも自覚がないもの

も含まれていること（後述），ウ取り上げられた理論家のうちの何名かは，

この異なるパースペクティブを乗り越えようとする目的を有していること

を確認しつつ，いずれの理論もガバナンス・ネットワーク理論への重要な

貢献を行っていると考えている。

最後に，表２の分析フレームワークは，後掲の表５（p. 1217）と表10

（p. 1261）で，制度主義的諸理論とポスト自由主義的民主主義の分類にも

利用されることになる。

またふたりは，これらの理論がそれぞれ，アどのような理論的な背景と

出自を持ち，イガバナンス・ネットワークにどのような貢献を行っている

のか，どのように ウガバナンス・ネットワークを定義し，エガバナン

ス・ネットワークの形成を説明し，オあるガバナンス・ネットワークにお

いて異なるアクターを結びつける一体力を評価するかについて検討してい

る。それを本稿で整理したものが，表３である。なおふたりは，４つの理

論間で類似しているところも存在するけれども，同時に重要な相違もある

として，後述の「２．ダイナミックス論」と「３．機能不全（失敗）論」

「４．メタガバナンス論」で引き続き，同様の検討を続けることになる。

以上のところまでで，冒頭にあたって，S rensen & Torfing が考えてい
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表 2 ４つの異なるガバナンス・ネットワーク理論の概観

算 術 文 化

紛争

相互依存理論
Rhodes 1997a, b ; Kickert, Klijn

and ; Koppenjan 1997 ; Jessop 1998,

2002

ガバメンタリティ理論
Foucault 1991 ; Dean 1999 ; Rose

and Miller 1992

調整
ガバナビリティ理論

Mayntz 1991, 1993 ; Scharpf 1993,

1994, 1997 ; Kooiman 1993

統合化理論
March and Olsen 1995 ; Powell

and DiMaggio 1983, 1991 ; Scott

1995

出所 S rensen & Torfing（2007），tableⅠ.1（p. 17）に基づき作成
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表 3 ガバナンス・ネットワーク論に貢献する４つの理論の特徴

相互依存理論 ガバナビリティ理論 統合化理論 ガバメンタリティ理論

ア出自と背景 コーポラティスト的政
策的ネットワーク理論
との批判的対話から発
展，歴史的制度主義と
の類似性を持つ。

社会統治の諸条件を批
判的に研究するマック
スプランク研究所の研
究者により発展させら
れ，合理的選択型制度
主義との親密性を有す
る。

増大する非統合的政体
内での政治的ガバナン
スと社会経済的レギュ
レーションに関する組
織社会学的研究に対す
る呼び名で，論理的解
釈と社会構築主義との
親密性を持つ。

ポスト構造主義的政治
哲学者のミッシェル・
フーコーのイニシアチ
ブで進められた，広範
囲の研究プログラムの
呼び名である。

イ ガバナン
ス・ネッ ト
ワークへの貢
献内容

ガバナンス・ネット
ワークが独立したアク
ターの戦略的行為の諸
結果であることから，
アクターに相互的リ
ソースの依存性のため
に相互交流を促し，
NPM による制度的断
片化に対抗する。

ガバナンス・ネット
ワークが，水平的調整
を向上させる，ゲーム
のような諸状況の構築
作業を通じて形成され
ることになる。

ガバナンス・ネット
ワークが，社会のガバ
ナンスの効果性と正統
性の向上のための手段
として役に立ち，全体
主義的な過剰統合化お
よび社会的行為者の個
人主義的過少統合化に
規範的に対応する。

ガバメンタリティによ
る特定の圏域・グルー
プ・個人に対するガバ
ニングにおける諸アク
ターの多元性を包括す
る傾向への探究と，
ネットワークを増殖す
る権力と政府諸機関の
更なる脱中心化に貢献
する。

ウ ガバナン
ス・ネッ ト
ワークの定義

自らに基礎を置くルー
ルとリソースを有する，
相互依存的で紛争を起
こす諸アクター間の利
益仲裁のための組織間
での媒介のこと。

自律的諸アクター間の
水平的調整のこと（こ
れらのアクターは，さ
まざまな交渉ゲームの
内外で交流する）。

共通の規範と理解に
よって定義されるコ
ミュニティ内に統合さ
れる諸アクター間での
相互作用の，相対的に
制度化された領域のこ
と。

明確な定義を持たない。
ただし自己統治を行う
諸アクターの自由な行
為を活性化し形作ろう
とする，内省的で助長
的な国家の試みとして
暗示されるものである。

エ ガバナン
ス・ネッ ト
ワークの形成

漸進的でボトムアップ
的なプロセスによる形
成と，公共オーソリ
ティによる公共政策策
定の運搬手段としての
採用による形成促進。

増大する社会の複雑性
とダイナミックスによ
る，効率的な社会統治
を行うヒエラルキーと
市場の能力空洞化に対
する機能的応答。

コンタクトが適正性の
ロジックに基づき評価
されたり，拡張された
りする，ボトムアップ
過程を通じた形成。

「より小さな国家とよ
り大きな市場」という
大目標を目指す新自由
主義の失敗に対する，
政治的対応として構成
されるもの。

オ異なるアク
ターを結びつ
ける一体化の
評価

自らの相互依存性によ
る一体化（これによっ
て，交渉・妥協・共同
学習の諸過程が促進さ
せられる）。

リソースの貯水槽と共
同行為からの期待的利
益，および相互信頼と
制度的ルールの発展に
よる一体化。

連帯性，および共通の
アイデンティティと参
照枠の構成化を通じた，
規範的経験的な統合化。

権力の運搬手段として
社会的政治的諸アク
ターを採用する，特定
の諸テクノロジーと諸
ナラティブによる形成
化と一体化。

出所 S rensen & Torfing（2007），pp. 18-19 に基づき作成



るガバナンス・ネットワーク論をめぐる歴史的背景や欧州での議論の文脈，

そして第一世代に代わる第二世代研究論の必要性と，それへの理論貢献を

行う４つの理論に関しての紹介を終える。以下では，こうした問題提起を

受けて，ガバナンス・ネットワークのダイナミックス論から，どのように

論じられるのかを順次みていくことにする。

2．ガバナンス・ネットワークのダイナミックス論

S rensen & Torfing は，ガバナンス・ネットワークのダイナミックス論

について，以下のような議論を行うのである（第１章：pp. 25-42）。

まずふたりはダイナミックス論の脈絡上でのガバナンス・ネットワーク

が，どのような役割を果たしていると考えているのかといえば，それは次

の政策過程のなかで公共政策とガバナンスの生産に貢献するものと考えて

いるのである（p. 25）。そしてその過程とは国家・市場・市民社会に出自

を持つアクターを巻き込んで作られる政策過程であり，政治ビジョンをは

じめ政策アイディア・包括的プラン・非公式の規範・詳細な規制がしばし

ば仔細につくられたり，少なくとも影響を及ぼしたりしている。またその

ネットワークから生産される政策アウトプットの性格は相互依存的であり，

ある場合には自律的な諸アクターの多元性間における交渉型相互作用の偶

発的な結果でもある。

ただし，たとえ偶発的な相互作用であるとはいえ，この相互作用は相対

的に制度化されたフレームワーク，すなわち政治的相互作用の促進と制約

を行ったり，ガバナンス・ネットワークのアウトプットとアウトカムの生

産に影響を与えたりする，それのなかで進行していくものとして考えられ

ている。ちなみに当該フレームワーク自体も，交渉型相互作用の内部のな

かで構成される，多少とも堆積したルール・規範・認識的パラダイム・社

会的想像性から成り立っているものであるとみられている。

ふたりは以上のようにガバナンス・ネットワークの役割とその成り立ち
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を考えているのであるけれど，自ら示す定義から考えると，それが「組

織」と「制度」のいずれにも当たらないと考えている（pp. 26-27）。まず

「組織」は，相対的にみて正式で，かつ統一化された制度的アクターであ

るとするならば，ガバナンス・ネットワークは公共機関・社会的パート

ナー・社会運動・その他の形態の政治的組織のような組織に変容するもの

ではないという。もちろんガバナンス・ネットワークがこれらの組織を補

充することもあろうし，また当該組織の形成支援ないしはそれ自体に成り

たいと考えるかもしれないにしても，ガバナンス・ネットワーク自体は次

の理由から「組織」ではないという。

それはガバナンス・ネットワークが「組織」としての明確な特徴である，

ア最優先的に統一化された目標，イ参加者に対する正式の制裁を科すこと

のできる政治的リーダーシップ，ウ命令によってガバニングを許可する

チェーン型指揮監督という，この３点を一般的には備えていないからであ

る。その背景には，ネットワーク・アクターが自ら有する自律性と相互依

存性によって，ヒエラルキー型組織のモニターリングとコントロールの行

使を妨げるからであるとみている。

また「制度」は，相対的に固定化されたルール・規範・手続に基づく社

会的相互作用に関する十分に統合化されたシステムであるとするならば，

ガバナンス・ネットワークは「制度」として定義さえできないという。な

ぜならばガバナンス・ネットワークは当初から明確に定義されたり共通に

受け入れられたりするルール・規範・手続が存在しなかったり，正統な諸

決定がなされる方法を予め決定しておく正式の憲法も存在しなかったりす

ることから，深刻な制度的曖昧さ（多義性）としてその性格を特徴づけら

れることができるからであるとする。

もちろんガバナンス・ネットワークは当初，偶然的な相互作用によって

様々なルールとリソースの基盤を有する広範な政治的アクターを糾合し，

そして当該ネットワーク・アクターが紛争・多義性・不確実性によって特

徴づけられる文化間的多中心的な相互作用に従事することになる（p. 26）。
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さらにネットワーク・アクターが共同関係の発展と意思決定の参画を行う

相互作用型モードの確立のために，（非）正式のルール構築および共有化

された規範・価値・概念化の発展を通じた，相互作用型モードの安定化に

向けて取り組むことになるかもしれない。ところが，このことがガバナン

ス・ネットワークを，共通するルール・規範・コンプライアンスのメカニ

ズムに裏付けられた，十分に統合された社会的システム（これによって，

相互作用の社会的パターンと当該アクターの役割とアイデンティティの安

定的な再生産が可能となるが）としての「制度」の構築に向けて再編成す

るまでには，そもそも至らないという。なぜならばふたりの考えるガバナ

ンス・ネットワークは複雑でダイナミックな状況にあるシステムであって，

求心的諸勢力と遠心的諸勢力が互いを継続に弱体化させ合う関係となって

おり，その結果として無秩序性と不安定性が大部分を占める状況となって

いるからである。

ふたりは以上のように説明しつつ，ガバナンス・ネットワークが ア偶

然的な相互作用による様々なアクターの糾合から イ相互作用型モードの

安定化への取り組みへと進展する可能性までを示唆するものであるけれど

も，ネットワークが孕む特質（複雑性・ダイナミックな状況）からみて

ウ統合型社会的システムに向けた制度構築へと向かうこと自体を想定する

ものではないという（pp. 26-27）。しかしここで思考を止めずに，さらに

別の可能性として新ウを検討するのである8)9)。

それは交渉と共同的意思決定のための規則的・規範的・認識的・想像的

フレームワーク構築への可能性であり，ガバナンス・ネットワークがその

構築を目指した（非）制度化プロセスの下に置かれるようになっていく可

能性である10）。そしてふたりが想定する当該「制度」的フレームワークに

は，ネットワーク・アクター間の相互作用の推進を容易化する面と制約化

するそれを有するものとしている。その具体的な内容としては，まず容易

化作用としては，ア政治的妥協体系の確保化，イ水平的調整に係る取引コ

ストの低減化，ウ当該アクターのアイデンティティとキャパシティの発達
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化，エ自由で活動的で責任のあるアクターとしての個々人・企業・組織の

補充化を考えている。次に制約化作用としては，ア紛争の規制化，イ問

題・選好・コスト・便益の各認知への影響化，ウ適切な行為とする定義化，

エ特定の合理性や技術の構成化を考えている。ただしこの相互作用につて

の「制度」的フレームワークというものは，ネットワーク・アクターに

よってそれ自身のルールとリソースの要素と観点（ただし両方とも当該相

互作用プロセスの下で，修正と変更が徐々に進行中であるが）に基づく影

響と適合の両作用が当該相互作用プロセスに及ぼされることから，常にダ

イナミックな状態であって，未完のままの状態である。

ところでふたりはこうした事態のなかで，公共の諸オーソリティが，こ

のようなダイナミックな状況にあるガバナンス・ネットワークを，正式の

ルール・規範・手続（＝メタガバナンス，後述）の下に置こうとの目的を

もっていると推測する（pp. 26-27）。そのためにネットワーク・アクター

は，これに対して常に抵抗するであろうし，自らに課せられる正式の諸制

約の回避方法を見つけることになるであろう。ただし抵抗や回避にあたっ

て，ネットワーク・アクターによる自己規制型相互作用のなかで構成され

るルール・規範というものは非正式的な性格であって，さらに混乱と改革

の時期にはこうした明確に定義されたルールと規範も，ストーリー・テー

リングと共通シンボルに取って代わられて，それらによってガバナンス・

ネットワークが束ねられることになるであろうというのである。

以上のところまでが，S rensen & Torfing の考えるガバナンス・ネット

ワークのダイナミックス論の紹介である。ここでふたり自身の行う要約

（p. 27）を参考にしながらまとめておけばこうなる。すなわち アガバナン

ス・ネットワークが狭義の意味において組織でも制度でもないけれども，

相対的に制度化された交渉型相互作用のフレームワークであること，イそ

のフレームワークのなかで様々なアクターが互いに闘争を繰り広げ，共同

決定のための機会を生み出し，政治的妥協を結び，具体的な諸行為の調整

が行われること，ウただしこのフレームワークが「制度」へと変容するこ
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とはないこと（その理由は相対的に自律的なアクターの文化的・社会的・

政治的な立場の相違から，アクター相互間での紛争が終息しないため），

したがって エこの状況下で，ガバナンス・ネットワークのダイナミック

ス論として理解しなければならないこととは，一方でガバナンス・ネット

ワークによる交渉型相互作用の推進と制約の働きと，他方でネットワー

ク・アクターの相互作用と，その過程で生じる一時的なルール・規範・手

続の間で進む共通条件の整備とを，両方とも考慮にいれておく必要がある

ことである。

さて，ここで S rensen & Torfing の考えるガバナンス・ネットワーク

のダイナミックス論で評価されるべきことは，やはりガバナンス・ネット

ワークを組織でも制度でもなく，フレームワークとして理解することで国

家と市場に包摂されないアクター間の，複雑でダイナミックで偶然的な相

互作用を捉えれるようにしようとしている点である。しかし同時にふたり

がアクターの有する文化的・社会的・政治的な立場の相違を絶対視するこ

とから，複雑でダイナミックな状況を内に孕むガバナンス・ネットワーク

の発展先として，統合型社会的システムに向けての「制度」構築とは異な

る，相互作用型モードの安定化への取り組みから，その発展段階としての

交渉型相互作用のフレームワーク構築までを示唆している点に関しては，

いくつか検討すべき点があり，それに関する考察が不十分ではないかと考

える。さしあたり，ここでは二つ指摘しておきたい。

ひとつは，すでに触れたアクターの文化的・社会的・政治的な立場の相

違を絶対視する点である。ふたり自身は，ガバナンス・ネットワークが政

策過程のなかで公共政策とガバナンスの生産に貢献するものと考えている

ことを考えるならば，それに関係するネットワーク・アクターの立場の相

違を所与の前提にすることができるからこそ，「公共政策とガバナンス」

の担い手との両立可能性を示唆できるわけである。そうであれば立場に相

違があっても，担う「公共政策とガバナンス」への理解と賛同があれば，

アクター間での紛争回避の可能性自体を全面否定することはできないはず
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である。そうであるならば，前述した発展先の，元々のウ統合型社会的シ

ステムに向けての「制度」構築への展開可能性自体までも否定することは

できないことになるであろう。

いまひとつは，ふたりはアクターを起点にしたガバナンス・ネットワー

クを立論しているわけであるけれども，ネットワーク・アクターの立場の

相違性を根拠にして，その側面だけでのガバナンス・ネットワークの立論

に終始する結果に終わっている。そのために，そのアクターが国家と市場

との間でどのような相互関係にあるのかという，もうひとつの側面を見

失っていると思われる。したがってこうした両側面に目配りした論じ方が

必要ではないかと考える11）。

ところで S rensen & Torfing は，ガバナンス・ネットワークの機能と

発展を把握するために，いわゆる制度主義理論が必要であると考えている

（pp. 27-28）。その理由は同理論によって，政治的行為主体とこの行為主

体の相互作用で出現する構造の間での複雑な絡み合いを理解することがで

きると考えるからである。またその場合に必要となるのは新制度主義であ

ると考える。その理由は旧制度主義に比べて，正式の政治制度だけでなく，

様々な政治的アクター間での相互作用の諸パターンに関する非正式な制度

までもカバーすることができると考えるからである。さらに新制度主義の

なかで３つの理論的なポジション，すなわち歴史主義的制度主義・合理的

選択型制度主義・社会構築主義的制度主義はそれぞれにおいて，諸制度が

どのように人間の行動に影響を与えるものなのか，また諸制度がどのよう

に構成・変容されるものなのかに関する制度の本質をめぐる基本的な分析

的諸仮定について，いくつかの明瞭な相違を明確化するものと考えている

のである。この点については，ふたりの説明を表４にまとめてある。なお，

この表の前提に関わって指摘しておきたいことがある。

それは前述のとおり，ふたりが議論するガバナンス・ネットワークはそ

もそも厳密な意味で組織でも制度でもなかったはずである。そうであるけ

れども制度主義理論アプローチを使ってガバナンス・ネットワークを分析
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表 4 行為主体と構造の理解をめぐる各制度主義理論間の相違

制度主義理論

検討項目
歴 史 主 義 合理的選択 社会構築主義

焦点化の対象 紛争の制度的調整 制度的設定内での制
約的合理性に基づく
選択

合理的選択型制度主
義への対抗的考え方

行為主体（ア
クター）

権力の極大化を図る
「政治的人間」（集団
としてのアクター）。

有用性の極大化を図
る「経済的人間」
（個々のアクターと
して）。

制度的文脈で形成さ
れるアクター，その
利益と選好はアク
ターのアイデンティ
ティに内在するもの
（規範的な創造物と
して）。

制度的フレー
ムワークの下
で

アクターは自らの利
益と選好が固定化さ
れた場合には，その
アウトカムの最大化
に向けて合理的に行
為する。

アクターはその範囲
内での，個人的な有
用性の極大化を図る。

アクターは制度的に
埋め込まれたルー
ル・規範・認知的諸
パラダイムを，自身
のアイデンティティ
と彼らが置かれてい
る状況とに一致させ
る。

ガバナンス・
ネットワーク
における基本
的問題

様々な政治的グルー
プ間での政治的諸紛
争のプレゼンス問題。

制度的フレームワー
クによって定義され
る諸ルールの個人的
逸脱ないしはコンプ
ライアンスの形骸化
問題（正しいインセ
ンティブの下で，よ
り大きな共同とコン
プライアンスの推進
が図られる）。

公益（共通善）の競
合的諸概念に対する
社会的アクターの規
範的統合が，特に民
主主義的ガバナンス
にとって，ひとつの
重要な要件となって
いる。

アクターが行
為する際に依
拠する論理

論理必然性 論理必然性 適切性

出所 S rensen & Torfing（2007），pp. 27-29 に基づき作成



しているところをみると，やはり広義の意味でガバナンス・ネットワーク

が，それらと同様の性格をもつものとして検討対象になりうるものとして

の判断があってのことであろう。

さて，ここで S rensen & Torfing は新たにポスト構造主義理論を，上

記の３つの制度主義とともに包括できると考えている（p. 30）。その理由

はポスト構造主義が社会構築主義と問題関心を共有することができる，ア

クターのもつ利益・概念・作動的合理性という内生的な性格に注目してい

るからである。また近年のポスト構造主義が，制度についても関心を向上

させているからである（Foucault 1979，1990；Laclau 1990）。元来はポ

スト構造主義が絶対的権力の存在性と社会的敵愾心の理由から，規範的統

合に対してまったく懐疑的な従来からの態度を改めて，諸制度を，訓練・

正常化・政府による自己規制という三つの組み合わせを通じて，自由な

個々人に働きかける目的を持つ，ローカルで脱中心的な権力戦略にとって

の手段としてみるようになってきているからである。ちなみに，その際の

権力観とは特定の諸形態をまとう，主体性（subjectivity）を生産するも

のと考えている。そしてその主体性の生産は時間的経過のなかで制度化さ

れる，ルールをはじめ手続・合理性・世界観の全体化へと積み重ねられて

いく，知識と真実の熟議的諸形態が接合する点および接合するプロセスの

なかで行われるというものである。

その結果，S rensen & Torfing は，これら４つの制度分析の考え方を，

先にネットワーク・ガバナンスの諸理論をマップ化するなかで使ったもの

と同じ分析的フレームワーク（表２）を利用して整理するのである（表

５）。そしてふたりは，これらの制度主義理論がガバナンス・ネットワー

クの諸理論と緊密に結び付き，それらを背後で支えていることを指摘する

のである。ちなみに本表を先の表２と比較すればすぐにわかるとおり，い

くつかのガバナンス・ネットワーク理論を代表するものが，それに対応す

る制度主義を代表とするものと多少とも一致している。すなわち

Foucault 1991，Dean 1999，March & Olsen 1995，Powell & DiMaggio
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1983，1991 である。それでは，次にふたりが行う，制度主義理論の，ガ

バナンス・ネットワークのダイナミックスへの理論的洞察に対する貢献内

容の説明に進んでいくことにする。

S rensen & Torfing はガバナンス・ネットワークのダイナミックスに関

する４つの制度主義による理論貢献の説明を行う際に，ガバナンス・ネッ

トワークの「定義」「形成」「機能」「変容」の４つの観点から述べている

（pp. 31-41）。それでは，ここで，それぞれをみておこう。

第一の歴史主義的制度主義では，制度に関する「定義」を，集団的諸ア

クターの政治的行為を規制する（非）正式の諸ルール・規範・手続の総体

としてみている（pp. 31-33）。このようにみると制度は大多数の利益に基

づくアクターの政治闘争の媒介物やアウトカムとして考えられる。そして

この闘争が繰り広げられる制度的フレームワーク自体は，過去の諸闘争に

含まれる政治的諸妥協が集大成したものとみられるものである。

次にガバナンス・ネットワークの「形成」については，制度が果たす役

割に，次の二つがあるとみている（p. 31）。ひとつは NPM の諸原則の実

行によって生じる制度的組織的断片化の克服策としての役割である。たと

えばローカルでの公共セクターのエージェンシー化に対抗して，個々の

エージェンシー間で横断的調整を促すガバナンス・ネットワークが形成さ
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表 5 制度分析への４つの異なる考え方

算 術 文 化

紛争

歴史主義的制度主義
Hall 1986, 1989 ; Peters et al. 2005

Rothstein 1992 ; Thelen & Steinmo

1992

ポスト構造主義的制度主義
Clegg 1990 ; Dean 1999 ; Foucault

1991 ; Rose 1999

調整

合理的選択型制度主義
Moe 1990 ; Olson 1965 ; Ostrom

1990, 1991 ; Riker & Ordeshook

1973

社会構築主義(または規範)的制度主義
March & Olsen 1989, 1995 ; Powell

& DiMaggio 1983, 1991 ; Scott

1995

出所 S rensen & Torfing（2007），table 1.1（p. 30）に基づき作成



れることになる。もうひとつは，断片的なローカル・アクターが他のアク

ターとの交渉型調整に向けた水平的諸関係の確立を目的に持つ場合には，

特定のルール・規範・手続の形成と再活性化がアクター間の相互依存性の

強化を認識させたり，ガバナンス・ネットワークへの正統的メンバーかど

うかをめぐるアクセス規制に役立たせたりするものである。

またガバナンス・ネットワークの「機能」としては広義に定義されるひ

と組のルール・規範・手続へと政治的妥協とその諸経験を集大成していく

こととなり，制度的フレームワークに結実していくこととなる（p. 32）。

そして当該フレームワークは ア正統的意思決定に関するルールの提供，

イ一般化された信頼の発展を支える諸規範の完備，ウ紛争の規制と解決に

向けた諸手続の確立によって，ガバナンス・ネットワーク内の相互作用の

安定化に役立つものとなる。しかし同時に制度的フレームワークには，次

の制約要因も内在させることになる（同上）。

第一にこの制度的フレームワークは必ずしもガバナンス・ネットワーク

の発展を援助せず，反対に制度的に集大成されることから，新しいイノ

ベーティブな政策立案の制約となるかもしれないものである。その理由は

このフレームワークが長く忘れ去られていた旧来の妥協を反映したもので

あり，社会の新たな諸条件を改めて考慮できないからである。第二にこの

フレームワークはまったく頼りにならないものなので，利益基盤型の政策

形成から生ずる激烈な紛争と権力闘争を制御できないであろう。その結果，

第三にこのフレームワークはガバナンス・ネットワークのアクターを中心

と周辺に分解し，その間で非対称的なリソース配分を維持・強化するかも

しれないのである。こうなると周辺化されるアクターは話を聞いてもらえ

るチャンスがなくなり，ネットワークからの離脱が誘発され，そのために

ネットワークの正統性が減退していく結果となる。

最後にガバナンス・ネットワークの「変容」に関しては，経路依存的変

容についての議論が歴史主義的制度主義の最大の貢献となっている（pp.

32-33)12）。こうした制度的に条件づけられた経路依存性は，ガバナンス・
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ネットワークおよびネットワーク型政策形成において，その改革を妨げた

りはしないであろう。しかしながらそのためには大量の政治的圧力を必要

とする漸進的な改革であって，当然のことながら古い経路の崩壊や変容へ

の現状肯定となる。ただし革命や急進的な諸改革は稀にあるとしても，歴

史上の限界点が生じてしまうことから，制度的な平衡が中断させられたり，

新しい諸経路が激烈な政治闘争から選択されられたりする可能性までも否

定するものではない。

第二の合理的選択型制度主義では「制度」に関する定義を，特定の行為

のアリーナのなかにある，（非）正式の諸ルールおよび関連のコンプライ

アンス・システムとして非常に狭義に行っている（pp. 33-35）。具体的に

は「制度」を，アアクターの選択とオプションの実際の範囲，イ様々なオ

プションの結果ないしオプションの組み合わせ，ウオプション・コスト・

便益について提供されている情報，エ合理的で相互依存的なアクターによ

る当該ゲームの構造を，それぞれ規定する傾向を有しているとみている。

ふたりにとっては，これらのア～エがアクターの合理的選択にとっての外

部条件を規定するものとみていることから，合理的選択型制度主義が「制

度」をアクターの行為を促進・制約するものとして主張しながらも，実際

にはどのようにしてその行為に影響を与えるのかまでは，必ずしもまった

く明瞭ではないとみている。

次にガバナンス・ネットワークの「形成」については，ネットワーク・

アクターが潜在的な便益を，コストよりも高いものであると考える時は必

ず，自発的な契約に基づいて，相互のリソースと専門性に依拠しつつ，水

平的なガバナンス・ネットワークを形成するのである（pp. 33-34）。こう

した傾向は，現代社会がその発展によって提供している次の条件が有利に

働いているという。すなわち大多数の相対的に自立したシステム・サブシ

ステム・組織，それぞれに対する社会的機能的差異化が発展することで，

いかなる公共セクターないしは民間セクターも，単独で社会を統治できな

くなっていることである。ただし，この「形成」が阻害される場合がある。
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それはアクターが「タダ乗り」を選択する場合である（p. 34）。その場

合には日和見主義的行為および（あるいは）アクターの諸行為のもつ否定

的な外部性への無関心さを生み出す集合的行為の問題が発生するのである。

ただしこの集合的行為問題も，制度的セッティングによって克服されるか

もしれないものである。なぜならばそのセッティングでは，伝統によるガ

バナンス・ネットワークへの影響力行使，参加によるリソースと直接的便

益へのアクセス保証，エントリー・ルールによる最重要なアクターの確保，

相互信頼性によるネットワーキングの取引費用の低位化が行われるからで

ある。

またガバナンス・ネットワークの「機能」は，この集合的行為問題に

よって，交渉型相互作用を通じた水平的調整への絶え間のない脅威が与え

続けられ，機能悪化がもたらされることになる（同上）。このために上手

に機能するガバナンス・ネットワークの構築のためには，「囚人のジレン

マ」よりも「参加者が互いに負担し合う」ゲームが選択されて，不信と競

争の関係よりも，むしろ信頼と共同のそれを構築する諸ゲームを保証する

制度的ルール・規範・インセンティブの各構造の創出にかかってくること

になる。

最後にガバナンス・ネットワークの「変容」に関しては，合理的選択型

制度主義では ア諸制度に変容あるいは崩壊を予想することが困難である

こと，イ制度的変容のためにはアクターの選好自体の変更が必要となって

いることを指摘している（pp. 34-35）。前者でいう困難の理由は，合理的

選択型制度主義がアクターの性格に私的善（private good）を推定してい

ることにある。ちなみに，その推定が適用されるガバナンス・ネットワー

クではアクターの私的善を充足させるために，特別の便益・リソースへの

アクセス，あるいは特別の計画ないしは規制に係る経費を外部環境へと移

転させること，のいずれかを提供していると考えている。後者については，

合理的選択型制度主義自体がアクターの選好がどのように変更されるかを

何も述べておらず，そこではただ環境変化による選好の自動変更を仮説と

立命館法学 2010 年 5・6 号（333・334号）

1220 (2680)



しているようにみている。

第三の社会構築主義的制度主義では「制度」に関する定義を，（非）正

式の諸ルール・規範・手続の総体に加えて，活性化と援助のための知識・

価値・コード・概念までも含むものとして広範囲に行っている（pp.

35-38）。したがって，そこでは ア制度がアクターのアイデンティティ・

概念・キャパシティ・ルーティンに影響を与えるなかで，アクターが自ら

の行為・相互作用を決定することとなり，イ制度が個々人の合理的行為の

外的制約として還元されず，異なる行為者に適切な行為に関するレパート

リーを与えることになる。要するに，アクターの行う行為がルール等に

よって他律的に決定されるものではなく，やはり行為者自身の構築的介入

によってルールの選択とルール内容の決定が必要となっているのである。

次にガバナンス・ネットワークの「形成」については，諸制度がマイク

ロ・レベルでどのように影響を及ぼすものなのか，そしてマクロ・レベル

でその形成を支援する制度デザインがどのように拡大していくものなのか，

の両方についての理解内容を提供するものである（pp. 35-36）。もう少し

具体的に述べれば，前者では相手組織のリソースとキャパシティに依存す

るために他組織とコンタクトを取りあう相互依存型諸組織について，およ

びコンタクトを取る際に相手を誰にするのかを，予想されるアウトカムの

合理的算術からではなくて，当該組織を基礎づけている適切性の制度的ロ

ジックについて強調している。また後者ではこのロジックに基づくコンタ

クトが反復性を有するようになり，そのために時間的経過のなかで当該反

復性によるガバナンス・ネットワークの形成へと導かれるかもしれないこ

と，またこのガバナンス・ネットワークがある公共課題に関してまだ組織

化されていないそれである場合には，それはパブリック・ガバナンスと政

策立案の中心となるかもしれないことが述べられている。さらに社会構築

主義は，以上のようなネットワーク形成のボトムアップ型の説明に加えて，

特定の組織原則の選択を強制する，異種同形型プレッシャーを通じた偶発

的な組織デザインの拡大傾向についてのトップダウン型の説明で補完する
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ものである。

またガバナンス・ネットワークの「機能」に関しては，十分に機能する

ガバナンス・ネットワークには，アクター間のソリダリティ（連帯）の構

築，民主的政治プロセスと両立可能なもので，それを支持するアイデン

ティティの創出，そして異なるソリダリティとアイデンティティの間の紛

争の文明化（文化的洗練）を必要とするものであると考えている（p. 37）。

そこでは制度が，ネットワーク・アクターのアイデンティティとキャパシ

ティの発展条件を提供することによって機能に影響を及ぼしている。ちな

みに，ここでいうアイデンティティとは，自分たちの社会的政治的実践過

程を通じて，ア自分自身と他者に対する単純化された自分たちのイメージ

と，イそのイメージに対する自分たちの解釈，ウこの解釈を維持するため

の自分たちの試み，の総和として定義されるものである。またキャパシ

ティとは，個々のアクターと集団としてのアクターが保持する権利・リ

ソース・コンピタンス・組織的ノウハウの総和として定義されるものであ

る。そして民主的な政治的アイデンティティの発展には，権利が創出され，

リソースが生産・配分され，コンピタンスが向上化されるような，政治的

エンパワーメントを通じたネットワーク・アクターのキャパシティ発達の

試みと結びつけられなければならないのである。

最後にガバナンス・ネットワークの「変容」に関しては，歴史主義的制

度主義の行う，環境変化から保護された政治的諸制度自体のもつ内的ダイ

ナミックを伴いながらも安定した位相形態（configurations）として政治

的制度を描くことに同意するものである（pp. 37-38）。換言すれば，環境

変化がネットワーク・アクターの選好変更を自動的に惹起させ，次にこの

アクターが最適の制度的デザインを構築するべく制度改革へと導いていく

ようなメカニズムの存在を否定するのである。ただし同時に March &

Olsen の指摘する留意点，すなわち制度には環境変化の情報収集方法と変

化へのアクセス方法，および制度の適切性ロジックに一致する制度的ルー

ルと規範の漸進的な適用方法に関して，相対的で安定的な手続を保持して
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いることに注意を払うのである。

S rensen & Torfing は，第四のポスト構造主義的制度主義がこれまでの

諸制度主義理論とは異なって，ガバナンス・ネットワークの形成・機能・

変形に関して包括的な評価を提供できないとしながらも，それらの諸理論

では提供できない，次のような貢献ができるとして重要視するのである

（pp. 38-41）。それは，ア無数の政治闘争における制度の政治的根源，イ

可能性に関する制度の議論的諸条件，ウ制度のもつ権力効果を明らかにす

ることによって，ガバナンスの諸制度に対する一定の問題化（problemati-

zation）の提起を追求する点である。

こうしたポスト構造主義の特徴は，ふたりのガバナンスの「制度」の論

じ方に端的に表れている（p. 38）。すなわち代表的論者である Foucault の

ガバメンタリティ論から入り，ガバメントのアート論を経て，政治権力と

その戦略を媒介にしたガバナンス・ネットワーク論を展開するからである。

ふたりの説明を詳しくみれば，こうである（同上）。まず Foucault が自

由主義者とマルクス主義者の行う国家本質論からの国家への執着化を批判

し，代わって支配的なガバメンタリティ（集団的で制度化的な〔被〕統治

方法）過程を通じた国家の統一性・コンピタンス・限界の生産形態への分

析に進む。その結果，彼の注目する先述の問題化が，ガバメントの具体的

な行動を制限するガバメント・アートにとっての形成基盤となっているこ

とに注目する（Foucault は，これを系譜学として発展させるのであるが）。

実はこのガバメント・アートは，ガバメントの主体・目的・集団・目的

因に関する議論構築によって基礎づけられているものである（pp. 38-39）。

ちなみにこの議論構築自体は，特定のルール・アイデンティティ・規範・

算術・概念・想像の各確立を行う特定の諸制度のなかで与えられるもので

ある。そして，このなかにおいてガバメントの諸制度は，アクター側での

自覚的な選択結果ではなくて，むしろその行動過程において当然のことと

して受け取られ，かつ帰納的にみて有効とされる議論的戦略の堆積の結果

として考えられている。
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次にガバナンスの諸制度は権力行使のための手段であるけれども，特定

の主体性の生産と規制を行う議論的戦略フィールドとして見なされるべき

ものである（p. 39）。換言すればガバナンスの諸制度は，政治権力の諸戦

略の媒体・アウトカムとして観察されるべきものである（その限りでガバ

ナンス・ネットワークの「形成」が語られる〔後述〕）。ちなみに，この点

は歴史主義と同じであるけれども，次の点で政治的諸戦略の理解が異なっ

ているとみている。

それはポスト構造主義の考える政治的諸戦略が，何かを達成したいとい

う目的を必ず有しているという意味から意図的であり，（歴史主義とは異

なり）個々の主体や集団的行為者が行う選択と決定による戦略的操作の結

果として見なされるものではないという意味から主観的ではないと考えて

いる。このことは歴史主義の依拠するアクター中心理論の超越までも意味

している。

次にガバナンス・ネットワークの「形成」については，以下のような筋

道で考える（pp. 39-40）。まずガバメンタリティ論は国家支配と市場規制

の孕む問題化への対応として発展させられてきており，ガバメンタリ

ティ・プログラムを立案してローカルの諸戦略と諸経験を支援したり，相

互作用型ガバナンスのためのグローバル戦略を前進させたりしている。次

にこれらの戦略との関連から，ガバナンス・ネットワークの形成が促進さ

れることになる。したがって，こうした関係の下にあるガバナンス・ネッ

トワークについての説明は，自己規制的な個々人・諸組織・諸ネットワー

クの動員と規制を通じて，離れたところから統治することを目的とするガ

バメンタリティの提供する可能性の諸条件に基づいて行われることになる。

その際には，ちなみにガバナンス・ネットワークの客観主義的説明は，現

代社会の内的ロジックの漸進的進展への機能的対応であるとして拒絶され，

またその代替的説明は，独立したアクターの合理的な諸決定の結果である

として拒絶されることになる。

またガバナンス・ネットワークの「機能」については，次の制度化され
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た権力戦略の行う生産的諸効果が決定的役割を果たすものであると考えて

いる（pp. 40）。この権力戦略は〔何によってかまでの説明はないが：当

カッコ内は，堀による追加的説明である。以下同様〕特定の諸制度に投入

されたものであり，ガバナンス・ネットワークの全体的な目的・使命の明

確化，および身近にある諸問題を明確化し，実現可能な諸選択肢を選ぶと

いう多少とも技術的方法を提供する，特定のナラティブ構築にしばしば役

立つものである。その権力戦略のおかげで制度による主体構築への貢献化

が進み，社会的政治的諸アクターが アガバナンス・ネットワークを通じ

た相互作用を行う傾向をもち，イガバナンス・ネットワークにとって適切

に機能するために必要な，キャパシティ・感情・自己認識を保持すること

になる。

最後にガバナンス・ネットワークの「変容」に関しては，次の２つの異

なる方法を提供している（pp. 40-41）。ひとつはガバナンスの制度的言説

についての，いわゆる戦術的な多原子価（tactical polyvalence）を強調す

る漸次的方法である。言説の戦術的機能は画一的でもなければ安定的でも

ないし，議論の諸エレメントは多彩で対立する戦略のなかで演じられる可

能性がある。そのために社会的含意とアイデンティティには，究極的な解

決不可能性（undecidability）が胚胎するところとなる。そのためにアク

ターの行為は，継続的な置換・修正・抵抗によって，制度的フレームワー

クのなかで漸進的な変更を可能とするものである。

いまひとつは，問題化によって行われる断絶的なそれである。今日，相

対的に制度化された議論システムによる新たな統合化も内部化も行えない

事態が生じていることから，そのシステム自体の限界性が明らかになり，

そのシステムの部分的破損までも引き起こされるかもしれないであろう。

したがってこのような危機理解のための新たな解読的原則と解決方法が提

示されることになれば，新たな秩序構築を目的とするヘゲモニー闘争に

とって，その戦略的領域を切り開くものとなるであろう。

以上のところまでで，S rensen & Torfing の行う，４つの制度主義によ
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るバナンス・ネットワークのダイナミックス論に関する理論貢献の説明を

終えて，次にふたりが行う，４つの制度主義理論の間の類似性と相違性の

指摘を紹介する（pp. 41-42）。

ふたりはまず，行為の合理的理論を前提とする歴史主義と合理的選択と，

そうした前提を拒否する社会構築主義とポスト構造主義とに分けるのであ

る。そして前者に関していえば，歴史主義が利益を基盤とする算術の強調

で合理的選択型に接近し，そして両者が共に社会的政治的諸アクターの変

容キャパシティを強調する点に類似性があるとみる。ただしは両者には，

歴史主義が ア集合的に組織される諸アクターについて考察し，イ合理的

選択型以上に諸アクターの所与の利益のもつ仮定を緩和し，ウ短期間での

制度的制約の除去の困難性を理由にした制度的諸制約の現状維持ないしは

漸進的変化を容認する，という３点にわたって相違性があるとみる。

後者に関して言えば，社会構築主義とポスト構造主義が規範を基礎とす

る行為の役割，およびネットワーク・アクターのアイデンティティの制度

的形成を強調する点に類似性がある。ただしポスト構造主義が制度を縦横

的権力闘争の不可欠の部分としてみ，社会構築主義が諸制度を断片化され

た諸アクター・諸組織の統合化のための手段としてみている点に相違性が

あるとする。また同時に分析上の相違性として，社会構築主義による制度

的諸ルールに対する個々人の解釈の強調と，ポスト構造主義による主体性

の議論的構築の強調が存在しているとする。

さて，これまでみてきた S rensen & Torfing の，政治的行為主体とこ

の行為主体の相互作用で出現する構造の間での複雑な絡み合いを把握する

ことで，ガバナンス・ネットワークの制度・形成・機能・変容の各理解の

ために行った新制度主義理論とポスト構造主義理論による説明について，

どのように評価したらいいのかを，ここで少し考えておきたい。まず最初

に指摘できることは，従来，それぞれの理論で説明されていたことが，今

回，ふたりによって包括的に整理され，各理論の特徴をはじめ理論間の類

似性や相違性までもが比較されながら通観できるようになったところが高
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く評価されなければならないと考える。とりわけガバナンス・ネットワー

クのダイナミックスへの諸理論による考察によって，錯綜する諸関係を多

様で多彩に描き出してみせてくれた功績には大きいものがあると考える13）。

3．ガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）論

S rensen & Torfing は，ガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）

論について，以下のような議論を行うのである（第５章：pp. 95-110）。

まずふたりは，今日多くの人々に，国家〔ハイアラーキーとも等値可能

なものと理解されているが〕と市場によるガバナンスに対する魅力的な代

替案（ないしは補完案）としてガバナンス・ネットワークへの大変な期待

が存在していることを指摘するのである（p. 95）。そしてその理由として

は，それが応答的で妥当で，目的にふさわしい解決策に導くような学識と

合意形成の有する正統的意思決定を促進するものであると考えているので

ある。ちなみに国家（ハイアラーキー）によるガバナンスの実行は，出現

する政策的諸問題と新たな挑戦への柔軟な対応に係るコストが高額に上る

ことから非常に困難であった。新自由主義の市場化戦略はこうした問題の

解決を目指して，効率的で柔軟な商品とサービスの配分を仮説上では刺激

する民営化・規制撤廃・準市場の導入を図ったけれども，市場の不完全

性・否定的な外部性・発生する社会問題への先を見越した解決策の提示に

失敗しており，新自由主義革命の諸限界が顕在化している。

次にふたりはこうした多くの人々の期待に反して，ガバナンス・ネット

ワークにも国家や市場と同様に，さまざまな実例の示すとおり危機や失敗

に陥り易いものであることを十分に予期できそうな，正当な理由が存在し

ていると指摘するのである（pp. 95-96）。そもそもネットワーク・ガバナ

ンスは不安的な社会的政治的プロセスに依拠し，またコントロールできな

いような政治的経済的コンテキストのなかで生じていることに由来する機

能不全（失敗）を回避できないのである。具体的な指摘としては次の４点
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がある（p. 96）。

第一にシングル・アクターには真の政治的影響力の獲得にとって高い取

引費用と小さな直接的チャンスしか存在しないことから，その獲得に関係

するアクターすべてに参加のための動機づけを行うことが困難であろう。

第二にネットワーク内での紛争解決や，最小限の共通基準を超えて共通す

る解決策へと到達することをネットワーク・アクターに可能とさせるため

に，必要で十分な規模の信頼構築は不可能であろう。第三に ア豊富なリ

ソースと正統性を保持するメタガバナーの不在，イメタガバナーによる，

ガバナンス・ネットワークの実行方法に関する理解の未進展，ウ外部干渉

に対するネットワーク・アクターからの政治的抵抗の存在によって，自己

規制的ガバナンス・ネットワークをメタ的に統治するための十分な試みが

存在していないであろう。最後にガバメントの時間的空間的な水平面上と，

様々なガバナンス・ネットワークとの間には不一致が生じるであろう。す

なわち時間的にみれば，ガバナンス・ネットワークにおける長期の交渉プ

ロセスが，公選政治家の行動を御することになる選挙サイクルに促進され

る交渉の最終期限と衝突するであろう。また空間的にみれば特定のガバナ

ンス・ネットワークが応答的な政治的権威と同様の規模で作動するわけで

はないであろうし，あるいはその政治的権威と，政治的諸提案で交渉する

政治的権威とを同一視することに困難性さえも伴うであろう。

さて，ここからは先ほどのマルチ理論アプローチによるガバナンス・

ネットワークの機能不全（失敗）についての分析についての説明をみるこ

とにする（p. 97）。ここでは機能不全（失敗）とは，公共の諸アクターや

民間の諸アクターの間での交渉型相互作用を通じて，効果的なガバナンス

を提供するアビリティが欠如する場合のことである。ふたりはこれをさら

に詳しく述べて，機能不全（失敗）が意味する事象を明確にしょうとする

のである。

まずふたりの立場は，ガバナンス・ネットワーク自体の特別の力強さ

（効果）に関係するガバナンス・ネットワークの有効性測定を確実に行う
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ために，有意義な効果性のスタンダードをどこに置くかについて探究し続

けるべきであると考えている（同上）。ちなみに効率性測定にあたっては，

ガバナンス・ネットワークが次の場合には明らかに測定できないとみてい

る。それは，ア共通目的を定義できないガバナンス・ネットワークの場合，

イ共通基準を超えるときに，必要な集合的諸決定に至らない場合，ウ共同

の解決策が過度のコストを生み，便益に掛るコストを外部アクター（グ

ループ）に転嫁させる場合である。

次にガバナンス・ネットワークの主な長所を，柔軟で先取り的な政策と

いう解決策を作成・執行するネットワーク自体のアビリティにみている

（pp. 97-99）。ここでいう柔軟性とは，アクターの抱える，絶えず変化す

るコンテキスト・選好・諸経験に向けて公共政策とガバナンスを適用する

アビリティのことである。また先取り的とは，政策立案にあたって将来の

機会と制約が考慮に入れられていることである。そしてこの柔軟で先取り

的な政策でガバナンスを実行するアビリティは，エンパワーされたネット

ワーク・アクター間で，契約と交渉を通じて継続的に獲得される。ちなみ

にこうしたアクターがたとえ激しい権力闘争のなかで対立する場合でも，

共同するガバナンスの諸プロセスのなかでの責任あるパートナーとして相

互に認め続けている理由には，アクター間でのリソース依存や制度的ルー

ル・規範・誘因の存在，そして公共ディスコースの拡大があるからである。

またガバナンス・ネットワークによる柔軟で先取り的なガバナンスのた

めの良好な諸条件の提供は，最初に，アクターのアビリティに向けて行わ

れる（p. 98）。それに対応するネットワーク・アクター側では，次の３点

が求められるという。すなわち ア関連する政策的諸問題の明確化と限定

化，イそれらの問題間の相互作用と諸原因の確定化，ウ競争的観点に基づ

く問題指向型交渉の強化とともに，継続する紛争や権力闘争に直面する場

合に十分な見識と学習に基づく解決策の生産をサポートしたりする，規則

的・規範的・認知的なフレームワークの創造である。

ところで，S rensen & Torfing はこのような効果的なネットワーク・ガ
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バナンスの定義と測定の方法が，国家と市場の各ガバナンスの効果性測定

と同じではないことに注意を促している（p. 97）。一方の効果的なガバメ

ント〔国家とも等値可能なものと理解されているが〕の場合では本質的諸

価値と多数派による諸決定が，標準化された政策のアウトプットと問題解

決型政策アウトカムへと転換するためのアビリティとして定義される。こ

の定義では，ガバナンス・ネットワークの効果性測定のための公正な基準

が提案できないであろう。なぜならばネットワーク・ガバナンスの主要な

考え方が，交渉型相互作用を通じた公共政策の作成・執行であるからであ

る。他方の効果的な市場ガバナンスの場合では，その効果性が完全競争の

確保手続を基礎とした，低コストのパレート最適の解決策の提供能力とし

て定義される。この定義では，ガバナンス・ネットワークの効果性測定に

全く不公正な基準が提供されることになる。なぜならばそこでは経済競争

が政治交渉に，すなわち最適の解決策の提供が満足させられる解決策の提

供に取って代わられるからである。

さて，S rensen & Torfing はこのような効果的なガバナンス・ネット

ワークに関する広義な定義が，ガバナンス・ネットワークの機能不全（失

敗）の議論を可能とする出発点を提供するものであると考えている（p.

98）。しかしながらふたりは前出のマルチ理論アプローチにはガバナン

ス・ネットワークの成功と失敗の評価に関する異なるクライテリアを有し

つつ，かつガバナンス・ネットワークの成功に必要な諸条件と機能不全

（失敗）について異なる理由説明を行っていると考えている。そこで，ふ

たりはガバナンス・ネットワークの失敗に関する異なる評価について各理

論の概説を試みている。以下で，それをみることにしよう（pp. 98-108）。

第一の相互依存理論（Rhodes 1997a）はガバナンス・ネットワークを，

特定の政策アリーナの統治・規制のためにお互いのリソース（知識・イノ

ベーションアイデア・資金・正式のオーソリティ等）に相互依存しあう，

数多くの自律的で戦略的な諸アクター間における利益媒介メカニズムとし

てみるものである（pp. 98-99）。それからわかることは，このアクターに
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は必要なリソースとキャパシティが保持されておらず，他のアクターによ

る解決策の妨害が発生する場合には，自らの差し迫った問題を自力で解決

することはできないのである。したがってこのアクターにできることはリ

ソースとキャパシティを交換して，共同で受け入れられる政策の諸解決策

を見つけるために，他のアクターとの交渉型相互作用に従事することを強

いられるのである。

次にガバナンス・ネットワークの成功・失敗を評価するクライテリアは，

交渉型の，リソース交換を通じた共同での問題解決にとって必要となる，

このアクターのキャパシティである（pp. 99）。具体的には，このキャパ

シティを発揮して，主要なステークホルダーに受け入れ可能な方法による

問題の明確化と解決化をおこなうのである。換言すればここでの問題の解

決化とは，正しく問題解決を行うことでもなければ，あるいは当該ネット

ワークへの未参加者および解決策を拒否するかもしれない者に危害を加え

ることでもないのである。

ここで，こうした不明瞭で複雑で基本的に，いわゆる厄介な政策問題に

対して満足のいく解決策の定式化と執行化には，次の必要条件が求められ

ているという（同上）。ア最も関係し，そして著しく影響を受けるアク

ターが，その交渉に含まれること（包摂化），イアクターが自らのリソー

スを喜んでプールすること（プール化），ウこれらのアクターが問題の性

格，実現可能性のある選択肢の範囲，最も重要な意思決定の諸前提という

共通概念とそのフレームワークに，とにもかくにも同意することができる

ことである。

以上の必要条件は，次から述べる障害物によって，果して満たされるか

どうかの保証がないものである。そこでふたりは，どのようにしてこの障

害物が克服されることで，先の諸条件が確保され，問題解決が促進される

のかを詳しくみていくことになる（pp. 99-100）。

まず関係・影響を受けるアクターの包摂化の条件では，ガバナンス・

ネットワークの閉鎖性によって妨げられるかもしれないのである。ここで
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ふたりは，Schaap & Twist（1997）が明らかにした４つの異なる形態の閉

鎖性を紹介する。アもしもあるガバナンス・ネットワークへのアクセスを

規制するルール・規範・手続が当該ネットワークから特定の諸アクターを

排除する場合には，そこには無意識の社会的閉鎖性が存在している。イも

しもネットワーク・アクターは関係するアクターが排除され，ネットワー

ク・アクセスへの政治的あるいは社会的文化的バリアーの除去が好まれな

いことをはっきりと理解する場合には，社会的閉鎖性は意識的なものとな

る。ウネットワーク・アクターの議論的参照枠が理由となって，他のアク

ターがガバナンス・ネットワークの交渉から排除される場合には，ある程

度無意識的で認知的な閉鎖性が存在している。エネットワーク・アクター

が自らの参照枠の排除的な効果を熟考するけれども，ガバナンス・ネット

ワークへの広範な参加を促進するためにその参照枠の変更を好まない時に

は，認知的な閉鎖性は意識的なものとなる。

さて無意識的な社会的認知的な閉鎖性よりも意識的なそれの方が，当然

のことながら，より一層の困難性が存在することになる（p. 100）。一方の

無意識的な閉鎖性であれば，ネットワーク・アクターの内省性への刺激や，

弱くて周辺化されているアクターのエンパワーメント化で，閉鎖性への抵

抗力が強化されるのである。他方の意識的な閉鎖性であれば，ア利益を基

礎とする排除の正統性への疑問視，イネットワーク・アクターの参照枠の

問題化，ウステークホルダーのより広範な包摂に基づく決定に向けてのイ

ンセンティブの提供を行う戦略の再フレーム化，といった諸手段によって

粉砕されなければならなくなる。ただし，こうした閉鎖的で排他的なガバ

ナンス・ネットワークの開放化だけでは十分ではないのである。アクター

の側の問題から，ネットワークへの不参加を選択するからである。たとえ

ばアクターが，公共政策立案への参加を通して，自らの自律性とアイデン

ティティの喪失に対する恐怖心が生まれたり，大変に大きくて強力でもあ

るアクターの場合には〔同様に大きくもなく強力でもないような〕他のア

クターとの相互交換から，ほとんど何も得られなかったりする場合が考え
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られる。

次にリソースのプール化の条件では，まずアクターのリソースとして正

式のオーソリティ・法的権利・正当性・知識・経験・イノベーティブな諸

アイデア・政治的コンピタンス・組織的キャパシティ，そして財政的な諸

手段を考え，次にプール化として，これら様々のリソースをアクター間で

すべて喜んで共有することである。ここでの問題は次の点である（同上）。

すなわちネットワーク・アクターは不安定な社会的政治的な領域で活動

する傾向があり，そこでは自らの行為にどのように対応されるだろうかが

確信できない状況（不確実性）に置かれることになる。その結果，自衛的

で非共同的な諸戦略が展開され，リソースの共有化が妨げられるけれども，

この致命的な問題は信頼の発展によって克服されることになる。この信頼

は特定のアクターとの社会的政治的な総合作用を伴った，具体的な諸経験

に基づいて発展させられるものである。またこの信頼は時間的経過ととも

に，一般的で，規範に裏付けられた期待へと発展していくかもしれないも

のである。

さらに交渉と妥協の形成のための共通概念とそのフレームワークの条件

では，ネットワーク・アクターは自らで政策問題の明確化と定義化，およ

び満足のいく解決策の作成と選択のために共通に受け入れられるフレーム

ワークを構築しなければならないけれども，そうしたフレームワークの創

出には数多くの障（妨）害物が存在している。ここで Klijn & Koppenjan

（2004：115ff）が指摘する，５つの重要問題を紹介する（pp. 100-101）。

ア様々な参照フレームワークの間で継続的な紛争が存在することから，

ネットワーク・アクターは非応答的な議論のなかではなかなか捕まえられ

ないかもしれない。そのために熟慮のフレームワーク・フレームワークを

横断するディベート・共同の事実発見が必要となっている。イアクターが

自らの相互依存性を認識できないか，あるいは不確実性が認められる共同

行為の諸リスクを増大させるかの理由で，アクター間で制限的調整が存在

するかもしれない。こうした問題はアクター間でのリソースの相補性を明
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らかにすることに役に立つかもしれない相互作用によって，また共同行為

の意図されなかったアウトカムから生じるコストを担う補償手続ルールの

発展によって緩和されるものである。ウ制度的諸ルール・諸規範の欠如・

衰退あるいは非両立は，共同の取引費用を増大させ，社会的政治的断片化

を進行させるかもしれない。その解決策には制度構築と制度改革が必要で

あるけれども，それには時間がかかり，強力な政治的リーダーシップが必

要になる。エシステマチックなメタガバナンスの欠如（これには様々な自

称メタガバナー間での継続的な紛争，優越的なメタガバナー側での無能力

あるいはネットワーク・アクターからの抵抗に因るものがあるが）は，危

機・停滞・断片化を進行させるかもしれないのである。この問題は，ガバ

ナンス・ネットワークをメタガバニングするための責任を，資格のある経

験豊富な政治的行為主体に任せる権威主義的決定によって解決されうるも

のである。オ外部の出来事は堆積してきていた認知・手続・権力諸関係を

一撃で弱体化させ，混乱状況のなかにいるネットワーク・アクターをその

ままにするかもしれない。この新しい出来事によって開かれた新たな機会

を利用して，ガバナンス・ネットワークの役割を柔軟に再定義することは，

これらの機会がもつ否定的で破壊的な効果を減少させるために決定的なこ

とである。

いずれにしても，ガバナンス・ネットワークに機能不全（失敗）を導く

ような数多くの問題が存在している。そして唯一の治療法は，ガバナンス

の内部プロセスと制度的フレームワークの規制を目的とする，自覚的で注

意深いネットワーク・マネージメントである。

第二のガバナビリティ理論はガバナンス・ネットワークを，相対的に自

立した諸アクター間での水平的調整のための相対的に制度化されたアリー

ナとして定義している（pp. 102-104）。そもそも現代社会は，その機能的

差異化によって，ア社会的諸システムとサブシステムの増大する拡散と自

動化，イ自由で自律的なアクターとして自分自身を考える傾向にある社会

的政治的アクターの増大による断片化へと帰結するものである。このこと
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は中央政府に，社会統治をますます困難なものにしている。しかし社会に

対するガバナビリティは，ある範囲内で作動的で自律的なアクター間での

水平的調整を促進するガバナンス・ネットワークを縦横化するフォーメイ

ション（編成化）によって回復されうるものである。

ここでガバナンス・ネットワークのフォーメイションは，アクターのグ

ループ間での相互依存性によって必ずしも結びつけられるものとは限らな

い（p. 102）。ガバナンス・ネットワークのフォーメイションにとって決定

的なものとは，自律的なアクターが自らの相互依存性の認識とそれに基づ

く行為に役立つような，制度的なルール・規範・手続の発展である。そも

そもこれらの制度的ルール等の生産は否定的な外部性を極小化し，この外

部性を考慮した相互に受け入れ可能な妥協型フォーメイションの推進に役

立つものである。またこれらの制度的ルール等の発展は，交渉的調整（こ

れはネットワーク・アクターが互いを怒らせないようにする目的をもって

いる場合）あるいは積極的交渉（これはネットワーク・アクターが自らの

選好を修正し共通の認知と選好の発展に着手する場合）の発展にとっても

決定的なものとなっている。そしてこうしたガバナンス・ネットワーク内

での調整キャパシティの向上は，諸制度によって生み出される，取引費用

の削減およびネットワーク・アクター間の信頼の創出維持によって促進さ

れる。結局のところ，ネットワーク・ガバナンスの究極的な成功とは，交

渉型相互作用を通じた否定的そして（あるいは）肯定的な調整を生み出す

ガバナンス・ネットワーク・アビリティのもつ機能によるものである。

ところでカバナンス・ネットワークは，社会への反ガバナビリティの高

まりという基本問題の解決のために行われるガバナンス・ネットワーク内

での水平的調整に向けて，政治的ニーズと利用可能なキャパシティおよび

リソースとの間のバランスを創出し，かつ柔軟な政策修正の必要性と秩序

や安定のための必要性との間のバランスも提供しなければならない（p.

103）。そのためにガバナンスは，ア社会的経済的相互作用，イ現状を不安

定化させるダイナミックな諸力，ウ意味づけと生活スタイルの高度な多様
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性に関する複雑な諸パターンに，それぞれ対処するために柔軟でなければ

ならない。ちなみにこの柔軟性が多数の自律的諸アクターの統合で確保さ

れるものであることから，この自律的諸アクターの戦略はガバナンス・

ネットワークを，どうしても複雑に創る傾向となる。おかげで自律的諸ア

クターの複雑な相互作用が，安定的なプラニング・ステアリング・コー

ディネーションの必要性と紛争を惹起させるかもしれないことになる。

以上のことからガバナビリティの理論家たちは，複雑でダイナミックな

社会を反映する目的を有する柔軟な政策立案と，社会の民主主議的目的に

一致する安定的調整のための必要性とが密接な関係を保つことを確保する

ために，ガバナンス・ネットワークがメタガバンされなければならないと

主張するものである（pp. 103-104）。その背景には彼らが，政治的安定性

と民主的正統性を保証する共通のゴールとアイデアに基づく，スムーズな

社会における調整に向けて，願望を持ち続けていることがあるからである。

第三の統合化理論（March & Olsen 1995）は，まずガバナンス・ネッ

トワークの定義を，一方で相対的には自律的な諸アクターの交渉型調整を

強調しつつも，他方でガバナンス・ネットワーク内で起こっている政治的

相互作用の制度的基礎をはっきりと強調するものである（p. 104）。これに

は政策問題への成功する解決策の立案という積極的なアウトカムを生産す

るガバナンス・ネットワークのキャパシティが，ガバナンス・ネットワー

クの制度的適応性に左右されているからである。

ところでこのような聡明な制度的適応性は，アクターによるラーニング

（学習）に裏付けられるものである（p. 105）。このラーニングとは，

March & Olsen によると過去と将来に対する熟考，および他者を模倣する

にあたっての制度的に条件付けられた経験として，反合理主義的諸条件の

なかで理解されるものである。この反合理主義的諸条件とは，経験に基礎

付けられたラーニングに基づく適用が ア現在および将来の原因ファク

ター間での相互作用性の無視によって制約され，イアクターのアイデン

ティティと適切性ロジックの間で紛争によって妨害され，ウ様々な適切性
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ロジックで定義される選好・規範・ルールの多義性によって問題化される

からである。したがって経験に基づくラーニングには，数多くの障害と陥

穽を伴うプロセスがある。ちなみにこのラーニング・プロセスは，理想的

には，次の３つの統合化された段階を通じて進むものである。すなわち

ア変動とリスクを冒すことに基づいた実験，イ社会的に構築された評価に

基づく試験からの選択と推測的結論，ウ暗黙的で集合的メモリーを確保す

る制度的な諸ルールと諸手続におけるラーニングの保持である。

もちろん S rensen & Torfing は統合化理論の考える，経験に基づく

ラーニングを通じたガバナンス・ネットワークにおける高度の適用性の発

展的展望について，良いようにおもわれるとの認識を示している（p. 105）。

その理由として，次から述べる妨害が予想されながらも数多くの自律的な

ネットワーク・アクターの存在による，ガバンナンス・ネットワークに直

面する諸問題についての幅広い情報収集，および諸アクター間での相互作

用によるガバナンス・ネットワークにおける高度の内省性の確保が期待で

きるからである。それは，ア実験に対するキャパシティの欠如，イ現状維

持を望む諸アクターの保守的なアイデンティティ，ウ実験のアセスメント

に対して闘うアクターと，制度改革戦略の定式化との間での内部紛争の未

解決による妨害の可能性である。

最後にガバナンス・ネットワークにおける適用性の欠如，すなわちガバ

ナンス・ネットワークによる効果的な問題解決策の生産と新たな機会活用

の両チャンスの決定的な縮減に対する治療法について，どのように考えて

いるのかである（p. 106）。統合化理論は意識的なメタガバナンスを通じた

ガバナンス・ネットワークの適応性を発展させる，２つの意識的な試みを

行うことを可能性として考えている。ひとつは ア正しいインセンティブ

の構築，イモチベーションの調節，ウ厳格なアカウンタビィティ・レ

ジュームと高度のガバナンスの熱望（この両者には，成功への報償よりも

失敗へのペナルティーを多く課す傾向があるが）の緩和の各手段によって

実験を促進することである。もうひとつは ア忍耐力・イ評価の有効性と
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信頼性，ウ記憶力と他者からのラーニングをそれぞれ改善することで知識

生産を促進することである。

第四のガバメンタリティ理論はガバナンス・ネットワークを，新たなガ

バメンタリティの一部としてみている（同上）。このガバメンタリティは

社会のガバニングにおいて活用と組み合わせがなされている，知識・算

術・テクノロジーの偶然的な接合的諸形態から構成されているもので，

（諸アクターの行為を規制することによって，国民の一般的な幸福の向上

を目的とする）政府の具体的な行為の組織化と生産化をどのように行うの

かを条件づける，集合的に共有されたメンタリティとして定義されるもの

である。

ただしガバメンタリティ理論は一般的には社会的ガバナンスを，特に

ネットワーク・ガバナンスを，それぞれ改善する意図をもっているわけで

はない（p. 107）。その関心の向かう先は，どのような（被）統治がなされ

ているのかの分析と問題化である。そしてそれには，ここで論じている，

様々な歴史的諸形態を有するガバメンタリティの成功と失敗の区別に役立

つ適切なガバナンスに関する規範的諸アイデアが含まれているのである。

とりわけ特定のガバメンタリティとして考えられる，リベラリズムによっ

て接合されるクライテリアに基づく評価に関心がある。

翻って考えてみれば，リベラル・ガバメンタリティの歴史は，偶発的な

ガバメンタリティの諸プログラムの問題化を通じて変容されてきている

（p. 106）。まずレセフェール型リベラリズム・プログラムは，社会的不公

平・経済的不安定性・市場の外部性についての諸問題の取り扱いがうまく

いかなかったために問題化された。次に新たな福祉国家プログラムは，こ

の問題化への対応から発展させられた。しかし1980年代に登場した新自由

主義は，福祉国家プログラムがあまりにも莫大なもので不効率であると主

張し，市場力に無制限のルールを要求した。今日，明らかとなった新自由

主義のガバメンタリティ・プログラムの失敗，および公共支出の削減と国

家の重荷軽減のための民営化・準市場・自由な消費者という新自由主義の
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趨勢は，新たな形態の先進的リベラル・ガバメントの発展を促すものと

なってきているとみている。

ここでいう先進的リベラル・ガバメントとは，様々なタスク（課題）が

最善に解決されうる方法を注意深く考慮する，新たな種類の内省的ガバナ

ンスの形成を試みるものである（p. 107）。その内省的ガバナンスでは従来

の公共オーソリティの命令的指揮や市場力のもつ自由なやり方に任せるの

ではなく，自己規制的な市民・企業・コミュニティ・パートナーシップそ

してネットワークのもつ責任ある行為の構築と規制から形成されるもので

ある。これには数多くの公共と民間のアクターの持つ知識・リソース・エ

ネルギーの動員が必要となってくるけれども，それらの動員によって先進

的リベラル・ガバメントの願望である，自律的な諸アクターによる「距離

を置いて統治する」（Rose 1996：43）ことへの貢献となっている。

さらにこの先進的なリベラル・ガバメントの行うプログラムについて考

えてみると，そのプログラムにはガバナンスの範囲と経済性への２つの関

心がある（同上）。前者ではガバナンスの範囲が「各々人とすべての人」

に達し，かつ包摂する必要性がある。これらの国民は数多くの対象グルー

プに分けられ，そして各グループに属する個々人はガバナンスに対して対

象化され，かつ所属しなければならない。こうしてガバナンスは，あらゆ

る個人と国民を包摂するという意味で全体化していくべきである。同時に

ガバナンスは自由で責任のある行為のために，個人のキャパシティの増大

を目的とするべきである。したがってガバナンスはこのような全体化と個

人化が結合されことで，ガバメントの行為がある特定の方法で動員と指導

を目的とする，自由の抑圧という意味での全体主義化が回避されなければ

ならない。

後者では，経済性はガバナンスの目的を最低限に可能な量のリソースの

手配によって実現されなければならないという意味から必要である。その

点でガバナンスにはリソースの節約とコストの最小化が求められている。

ちなみにここでのリソースとコストには，財政面と（最小限度に保持され
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るべき）力と抑圧も含まれている。

さて，ここで S rensen & Torfing は，ガバナンス・ネットワークの成

功について，以上のような範囲と経済性の必要性がどの程度まで充足され

ているかに依っていると考えている（p. 108）。理想を言えばガバナンス・

ネットワークは，この２つの必要性のクライテリアに対して，まったく容

易に合致できるということである。しかしガバナンス・ネットワークには

２つの必要性に応えうるために数多くの障害物が存在することから，必ず

しも国民全体を十分に対象化しえず，また経済的なガバナンスを生み出す

わけではないのである。

詳しくのべれば，前者の範囲でいえば，ガバナンス・ネットワークとし

て各人と全員を統治するためのアビリティが対象化のためにステークホル

ダーの補充と動員を行うことになるけれども，紛争とインセンティブの欠

如によって妨げられる。また組織化の対象グループが遠く離れていたり，

リソースをほとんど持たない弱体化と分散化したグループであったりする

と，組織化が困難となる。後者の経済性でいえば，二重の重要なリスクが

ある。ひとつは政治的アパシー・紛争・政治的抵抗の存在である。そのた

めにガバナンス・ネットワークの動員化・組織化・マネージ化に大変な時

間・エネルギー・リソースがかかるであろう。もうひとつはガバナンス・

ネットワークがガバナンス問題の解決に実際に必要となるもの以上に，大

変に多くのリソースを誘因する可能性である。そのためにガバナンス・

ネットワークは，自らが大変に強力な政治的権力と影響力をもつ存在にな

るかもしれないのである（同上）。

以上の諸問題に対しては，抵抗的でかつ自己規制的なネットワーク内部

と，それを通した十分な対象化と経済的ガバナンスの確保が試みられるの

であるけれども，それには社会的アクターの政治的なエンパワーメントと

非エンパワーメントの組み合わせが含まれたり，利己的なネットワークに

よる利益追求に抵抗しうる，連帯的価値とその指向性の議論構築が包摂さ

れたりしなければならない（同上）。

立命館法学 2010 年 5・6 号（333・334号）

1240 (2700)



以上のところまでで，S rensen & Torfing の行う，４つの制度主義によ

るガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）論に関する理論貢献の説

明を終え，ここでふたりが行う，これらの制度主義理論についての全体的

な評価，およびそれらの理論による機能不全（失敗）の原因と解決方法の

指摘を紹介しておこう（pp. 108-110）。

まずふたりは，マルチ理論アプローチの全体的評価として，まずそのす

べてにおいてガバナンス・ネットワークが機能不全に陥るかもしれない可

能性を認識しているとする（p. 108）。そしてこれらのアプローチが，ガバ

ナンス・ネットワークの成功と失敗を観察するためのクライテリアの議論

に貢献するとする。さらにこれらのアプローチが，諸問題と障害をどのよ

うにして克服するかを理解するために役立つとする。最後にこれらのアプ

ローチが一方でガバナンス・ネットワークの機能不全に異なる原因を指摘

し様々な解決方法を提案するけれども，他方で様々な原因が互いに否認し

合うよりも，むしろ相補し合っているようにみえるとする。そしてそのた

めに様々な解決法が，ある種のメタガバナンスの行使を内包しているとす

る。

つぎにふたりの指摘するガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）

の原因と解決方法について整理すれば，表６のとおりになる。

さて，これまでみてきた S rensen & Torfing のガバナンス・ネット

ワークの機能不全（失敗）の原因論と解決方法論について，ここで最小限

にでも論じておくべきことは次の点であろう。すなわち，それは確かにマ

ルチ理論アプローチによって多面的な原因論が詳細に展開されていること

はよくわかる。しかし表６から明らかなとおり，各原因に対応して考えら

れている３つの解決法自体が，相互にいかなる関係にあるのかに関しての

記述がないのである。そこで，もしもふたりの考える先進的リベラル・ガ

バメントが例えば３つの解決方法のなかから複数を採用する場合には，そ

れぞれの解決方法に期待される効果を生むことになるのか，あるいは予期

しない結果を生じさせることになるのかについて気にかかるのである。し
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かし，よく考えてみると，ふたりがこれらの解決方法にあらかじめメタガ

バナンスを内包させていることからも推察されるとおり，ふたりにとって

は，最終審級的にメタガバナンスによる解決方法を想定しているように考

えたほうがいいであろう。したがって当該議論はここまでとし，次のメタ

ガバナンス論の紹介を済ませた後で再び論じることにする。

4．メタガバナンス論

S rensen & Torfing は，ガバナンス・ネットワーク理論には自己規制的

ネットワークとしてのガバナンス・ネットワークを，それに加わる諸アク

ターから成るガバナーらがどのような形態で，いかなる程度まで規制する

ことが可能かをめぐる，ますます重要な論点があると考えている（p. 169）。

一般的にいえることは，もしもガバナンス・ネットワークが社会への効果

的なガバニングに貢献できるとするならば，当該ガバナンス・ネットワー

ク自体は規制されなければならないことになる。しかし複雑多岐で官僚主

義的規制という伝統的な主権形態によるガバナンス・ネットワークの規制
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表 6 ガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）の原因と解決方法

相互依存理論 ガバナビリティ理論 統合化理論 ガバメンタリティ理論

原 因

利益をめぐる紛争 無関心問題と調整の
欠如，ニーズとキャ
パシティおよび柔軟
性と安定性の各バラ
ンスの失敗

ラーニング・キャパ
シティの欠如，認知
的閉鎖性，諸アク
ター間での内部紛争

全関係アクターの参
加，紛争，自己制約
へのインセンティブ
の欠如

解決方法

一般化された信頼の
発展，ひとつの共通
のセットとなった諸
ルールと諸規範，そ
して注意深いメタガ
バナンス

同左 制度的な社会化と統
合化を通じて克服さ
れること。

（非）エンパワーメ
ントと議論的ストー
リー・テリングの各
戦略

出所 S rensen & Torfing（2007），p. 104 と p. 109 に基づき作成



は不可能であり，反ってネットワークの自己規制的キャパシティを不可避

的に衰退させてしまうことになる。したがってふたりにとって，ガバナン

ス・ネットワーク理論は，自己規制的ネットワークのガバニング・キャパ

シティ獲得に向けた取組が新たなガバナンス形態をもたらしてきているこ

とと，そのような形態による規制の一層の発展方法の提案について述べる

ことになる。

ちなみにガバナンス・ネットワーク理論は，このような新たな方法によ

る自己規制的ネットワークを，「ネットワーク・マネージメント」（Kickert

et al. 1997；Rhodes 1997a），あるいは，ふたりがここで採用する「メタガ

バナンス」（Kooiman 1993，2003；Jessop 2002）と名付けている（同上）。

さて，ふたりがここで具体的に論じているガバナンス・ネットワークの

４つの理論はいずれも，このメタガバナンスの実行方法を多方面から焦点

を当てている。すなわち アメタガバナンス出現の背後にある推進力につ

いて知識，メタガバナンスとは イどのような形態で，ウどのように実行

されるもので，エメタガバナンスの問題性と可能性に関する知見について

も提供するものである。それでは，さっそく４つの理論をみていくことに

する（第９章：pp. 169-182）。

第一の相互依存理論では，Rhodes（1997a）と Kickert, et al.（1997）は，

紛争の仲裁・プロセスプラニング・対外交渉を通じた交渉プロセスを促進

させる意味から，メタガバナンスを通じてガバナンスの可能性が著しく増

大させられると考えている（p. 170）。しかしそこには恒常的リスクとして，

ネットワーク・アクター間の紛争が存在する。それによってガバナンス・

ネットワークの自己規制キャパシティが縮減させられたり，破壊させられ

たりするのである。そこでメタガバナンスの主要な目標は，こうした紛争

によって共有されている諸目標の定式化が弱体化させられる，状況の回避

に向けられることになる。

ここでネットワークを規制する最良の効率的方法とは，離れた距離から

では紛争の削減が一般に困難なことから，メタガバナンスの諸アクター
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（ここではメタガバナーと呼ばれるが）が自己統治型ネットワークと直接

に相互作用を行う関係になるような，そうした実際の実務に携わるハンド

オン型メタガバナンスの諸形態である。そしてプロセス・マネージメント

ないしはネットワーク・パーティシペイションのいずれかの形態が取られ

ることになる（同上）。

ちなみに前者では，プロセス・マネージメントを通じて，その目標が自

己規制の内容自体に影響を与えることではなくて，そのような交渉型自己

規制を促すことにあり，その意味で非介入主義的である。後者は，ネット

ワーク・パーティシペイションを通じて，ハンドオン型メタガバナンスが

メタガバナーに基本方針（プラット・フォーム）を与えて，自己規制の内

容に影響を及ぼすことにあり，その意味で介入主義的である。その際にそ

うした影響を及ぼす可能性の条件とは，アメタガバナーがネットワーク・

ガバナンスに付随する水平的諸ルールに基づいて実行すること，イメタガ

バナーが当該ネットワークのなかに留め置く（あるいは，そうしなかった

りする）リソースを参照することである（ちなみに当該リソースには，相

互依存関係のなかで公共オーソリティ側に誘因力があるが）（同上）。

ここで相互依存の理論家らは，メタガバナーとして，国家のアクター，

とりわけ公共行政官らの潜在的可能性に特別の関心を寄せている（p. 171）。

その理由は，彼らが法律的制度的財政的な諸リソースという，メタガバナ

ンスの実行にとって中心的なリソースを所有する傾向があるからである。

ちなみにふたりからは原理的にみれば，メタガバナンスは，その実行に必

要なリソースを有する者であれば，誰にでも実行できるとの主張が行われ

ている。

また相互依存の理論家らは公共行政官らのハンドオン型メタガバナンス

の可能性とともに，ネットワーク・ガバナンスおよびメタガバナンスの機

能不全も指摘するのである（同上）。具体的に機能不全に陥る場合とは，

ガバナンス・ネットワークがガバニング・プロセスの目標に関するネット

ワーク・アクター間に生じる継続への不同意を克服できない時と，メタガ
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バナンスがそうした紛争克服をネットワーク化できない時である。

いずれにしても，あらゆる形態のガバナンスが機能不全に陥ることから，

国家や市場に対して優越的で，かつ唯一超越的な形態のガバナンスはどこ

にも存在しないのである（pp. 171-172）。したがってメタガバナーは，国

家も市場も，あるいはネットワークも，いずれも見放すべきではない。そ

こで必要なことは，一方で具体的なガバニング・プロセスのなかで可能な

限り，数多くのガバニングの失敗の程度を軽減する方法を探りつつ，他方

でここで並んでいる順番に国家・市場・ネットワークをすべて利用するか，

あるいはそれらをいくつか組み合わせるかを検討すべきであるとする。

第二のガバナビリティ理論では，Kooiman（1993），Mayntz（1993），

Scharpf（1997）のようなガバナビリティの理論家らがメタガバナンスの

必要性を著しく強調し，自己規制的ネットワークのヒエラルキー的規制が

効率的なガバナンス形態の前提であると実際上主張しているという（p.

172）。こうしたヒエラルキー的規制の必要性の背景には，ア個々のネット

ワーク・アクターが他のネットワーク・アクターと一緒に共同戦略を発展

させる代わりに，自らの利益を最大化する戦略を選択する傾向にあること

から，非規制的なネットワークには高度の不安定性があるとの仮定に依拠

していること，イ数多くのネットワークの諸アクターがいかなるリスクも

負わない選択を行ったり，集合的アウトカムの調整欠如と外部性を伴う戦

略には頼らない選択を行ったりする，いわゆる交渉人のジレンマ状況に置

かれている共同が孕む交渉的性格がある。

ちなみに，この本来的な不安定性を孕むガバナンス・ネットワークは，

ネットワーク・アクター間の相互依存性を増大や啓発したりするメタガバ

ナンスの諸形態を通じて，その不安定性が軽減されるものである（同上）。

換言すればネットワーク・アクター間の相互依存性のレベルがより高くな

ればなるほど，当該アクター間で共有された諸目標を追求する自発性およ

びアクターがリスクを冒すほどの熱心さは，ますます大きなものとなって

いくのである。
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ここでガバナビリティ理論は，相互依存理論と比べて対照的な特徴が２

つあるという（pp. 172-173）。ひとつは相互依存理論では多様な強さと弱

さをもつガバナンスと等しく，不安的な形態として国家・市場・ネット

ワークガバナンスをみているのに対して，ガバナビリティ理論では国家と

市場に対するガバナンス・ネットワークの長所を強調するのである。すな

わちガバナンス・ネットワークは複雑でダイナミックで多様化する今日の

社会において，効率的ガバナンスを生み出すための最大限の効率的手段を

代表するものとなっている。

もうひとつは相互依存理論ではガバナンス・ネットワークの効率的規制

のためのハンドオン型メタガバナンス形態の重要性を一義的に強調するの

に対して，ガバナビリティ理論では実際の実務に携わらずに，制度デザイ

ンを通じたハンドオフ型メタガバナンスの価値を第一に強調する（p. 173）。

こうした制度デザインを通じたメタガバナンスには「ゲームのルール」

（Kooiman 1993：258）の構築が含まれており，その下で「諸アクターが

彼ら自身の諸目的と利益に一致する諸ルールの使用のために，行動したり

試みたりする」（同上）のである。こうしたゲームの構築化は，特別の諸

アクター間の相互依存構造の視覚化と増大化を行う，制度的諸条件の熟議

的戦略デザインを通じて実施されるものとなる。もう少し具体的に実行方

法を述べれば，次の３つである（p. 173）。

① ネットワーク・アクターによるリソースの再配分化によって，ネッ

トワークの共同化の向上を図るプラスサム・ゲームの制度化を通じて。

② もしもネットワークが明確になった政策問題の解決ができない場合，

あるいはそうすることが喜ばしくない場合には，自己規制の権利がメ

タガバナーによって縮小ないしは剥奪されるという，いわゆる「ヒエ

ラルキーの影」でネットワーク・アクターがネットワークを行うこと

を明確にすることによって。

③ 様々な諸形態のインセンティブ型ステアリングを通じて。

したがって，以上のことからもわかるとおり，ゲームの構築化は徐々に

立命館法学 2010 年 5・6 号（333・334号）

1246 (2706)



介入主義的なものとなり，最低レベルから最大級の介入となる（同上）。

すなわち最低の①ではアクター・グループ間ではネットワークは共同化が

促進されるけれども，最大級の②③では非常に重大な影響をもつヒエラル

キーおよび最高に著しい程度のインセンティブ型ステアリングによって，

ネットワークの自己規制はそのコンテンツに影響が加えられることになる。

さて，この段階での S rensen & Torfing の関心は，ガバナビリティの

理論家らの考えるガバナンス・ネットワークと国家の関係性に向かう

（pp. 173-174）。そこで両者の間に互恵的関係の存在を強調する Mayntz

（1993：18）と Scharpf（1994：40）の議論を紹介する。そして彼らの議

論には，次の要点があると指摘する。アガバナンス・ネットワークは国家

によって果たされなければならない，いくつかのガバニング・ニーズを充

たし，国家はネットワーク内部および間の双方で個人的行為の効率的調整

に必要な諸条件を確立する。イガバナンス・ネットワークと国家の相互依

存関係は，ヒエラルキー的国家支配の必要性が従来と同様に強力なもので

あることを意味する。ウガバナンス・ネットワークへの増大するニーズは

ヒエラルキー的国家支配を無意味化するものではなく，むしろ新たな国家

支配の諸形態を要求するものである。換言すれば国家による，社会的相互

作用のハンドオフ型メタガバナンスを通じた影響力の確保である。エ国家

とガバナンス・ネットワークの関係力は，ガバナンス・ネットワークの自

己規制化キャパシティを増大させる制度デザインの戦略的構築，および国

家のもつ調整キャパシティの両方によってメタガバナンスを行う国家のア

ビリティに依存している。

またふたりはこうしたガバナンス・ネットワークと国家の関係性ととも

に，その関係の下にあるガバナビリティの理論家（Kooiman）の考える国

家再編論にも議論を進める（pp. 174-175）。この理論家の問題意識はこう

である。すでに政治と行政および国家と社会の各境界についての伝統的な

組織ラインは意味をもたなくなっており，そのために政治を行政から，ま

た国家を市場と市民社会から区別する方法をもはや論じることではない。
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それに代わって論じられるべきは，国家のメタガバンするキャパシティと，

メタガバナンスに求められる最良の可能な諸条件を，同時にアップ・グ

レードする方法についてである。

最後に，こうした問題意識に基づいて，この理論家の批判の矛先が公共

の指導者らと社会科学者らに向かっていることを指摘する（p. 175）。前者

では，公共の指導者らが現在進行中の社会変化と新たなガバナンス形態へ

のニーズにほとんど注意を払わず，公共セクターの再組織化にのみ熱中し

ているからである。後者は，社会科学者らが公共の指導者らに，メタガバ

ナンスとガバナンス・ネットワークが取り組まなければならない新たな挑

戦に仕向ける役割があることを，ほとんど自覚させていないからである。

第三の統合化理論では，March & Olsen（1989，1995）と Scott（1995）

のような統合化理論家らが，この後に取り上げるガバメンタリティの理論

家と同様にメタガバナンスという用語自体は使用しないけれども，彼らは

まずはじめに関係する諸アクターのもつ政治的アイデンティティとキャパ

シティによって，ガバナンス・ネットワークの社会的ガバニングへの決定

的な貢献があることを強調している（p. 175）。そのためにネットワーク・

アクターの政治的アイデンティティとキャパシティの戦略的フォーメイ

ションとその発展こそが，メタガバナンスの実行にとってコア・エレメン

ト（この用語自体は統合化理論家自身によって使用されていないという）

となっているといえる。

そしてふたりは，まずアイデンティティに関しては，こうしたメタガバ

ナンスを特徴づける用語として，「アイデンティティのメタガバナンス」

を使うのである（pp. 175-176）。その内容は ア自己統治的ネットワーク

内の適切性に関する制度的なルール・規範・ロジックの形成化を通じた，

イ特別の形態をもつ知識生産を通じた，ウ｢ベスト・プラクティス」に関

するストリー・テリング（物語の語り）を通じた，エ特別のフレームの意

味づけのもつ，力強いキャンペーン化を通じた，オシンボルと儀礼の構築

を通じた，ハンドオフ的実行ということである。このことからアイデン
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ティティのメタガバナンスには，ネットワークの参加者らが自己規制して

いるコンテンツに著しいインパクトを持っていることと，メタガバナンス

の介入主義的形態としてみなしうるものとなっていることがわかる。

次にキャパシティに関しては，ネットワーク・アクターのキャパシティ

の行うメタガバナンスの特徴が低位の介入主義的傾向であることと，ハン

ドオフ的実行がおこなわれることである（p. 176）。前者については，その

メタガバナンスの願望が自ら自身を規制するためと，自己規制のコンテン

ツに影響を及ぼさないための両理由から，自己規制的諸アクターに，彼ら

が必要とするリソースを供給することになっているからである。後者につ

いては，アネットワーク・アクターのもつ政治的ノウハウと一般的なラー

ニングの発展を支援する一層のハンドオン型メタガバナンスを通じて，イ

政治的諸権利の戦略的な形成化と再編化を通じて，ウ様々な社会的財政的

権威的制度的な諸リソースの配分を通じて，ハンドオフ的実行がなされる

からである。

さて，ここで，S rensen & Torfing はこれまでみてきたネットワーク・

アクターのアイデンティティとキャパシティの形成を通じて，ネットワー

クをメタガバンする取組の明確な目的と手段を２つに整理する（同上）。

ひとつは目的がネットワーク内部とその間における強力な民主主義的政治

コミュニティのフォーメイションにあり，その実現のためにメタガバナン

スによって，合意促進の意味づけと共通ヴィジョンの創出を通じて，ネッ

トワーク・アクター間でソリダリティとコミュニティの強力な意識向上が

手段として図られなければならないことである。いまひとつは目的が政治

的アクター間での民主主義的政治的アイデンティティの形成促進にあり，

その実現のためにネットワーク・アクターを「責任ある市民」「利益を持

つ組織」「企業とボランタリー組織」「思いやりのある政治家」「応答的ア

ドミニストレーター」と言い表すという，ストリー・テリング手法が手段

として取られなければならないことである。ちなみにネットワークのイ

メージは，これらによってネットワーク自体が相互尊重・助け合い・コ
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ミュナリティ（連帯性）という民主主義的諸価値を支持する民主的政治シ

ステムの一部分であることが強調されて，普及されることになるとみてい

る。

ここからは政治的キャパシティのメタガバナンスに関して，民主主義的

観点から若干の検討が行われる（pp. 176-177）。まずここで指摘されるこ

とは，当該メタガバナンスが可能な限り数多くのキャパシティの向上や，

ガバナンス・プロセスへの動員だけでは十分ではなくて，創造されるキャ

パシティの固有性（the native）について，および誰がキャパシティを獲

得し，いつ，いかなる方法で，キャパシティを活用するのかについてまで

も，規制を熟議的に追求しなければならないことである。次に当該メタガ

バナンスはネットワーク・アクターがあるレベルの影響力を得るために

ネットワーク・アクター間での相当程度の相互依存性をインストールする，

そのコンピタンスの配分に関する公正性のレベルを保証しなければならな

い。最後に当該メタガバナンスはいつ，どこで，どのような方法で特別の

政治的キャパシティが利用されうるかを明確化する，その民主主義的なア

イデア形成に関与するものである。そのために一方でアクターは政治的影

響力の獲得のために自らのキャパシティを活用しなければならないし，他

方で政治権力の非正統的利用に抵抗するために自らの諸パワーを動員化す

る責務を有している。同時に当該メタガバナンスは，ネットワーク・アク

ターがネットワーク内部とその間の民主主義的プロセスを衰退化させるよ

うな，自らのコンピタンス利用を防ぐことに努めなければならないのであ

る。

最後に，ふたりは統合化理論家の間で意見の一致がなく，はっきりして

いない点を指摘する（p. 177）。それは誰がメタガバナンスを実行している

のかという点である。Scott（1995：93f）は組織的な諸フィールドの規制

における国家の中心的な役割を強調する。具体的には国家は，ネットワー

ク・ガバナンスが自らを規制する，その制度的フレームワークを構築・変

更するキャパシティと，自己規制的アクター間での様々な紛争に介入する
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キャパシティの両方を有しているとする。これに対して March & Olsen

（1995：69）は，まず前提として凝集性の法的行使を独占する単一の政治

的な組織としてのウェーバー的国家概念が不適切であると指摘し，次にメ

タガバナンスの実行者を，一方で何度となく「政治システム」あるいは単

に「ザ・ガバメント」と言及し，他方で「社会」あるいは「現代民主主

義」まで拡張したりするのである。結局のところ，ふたりは，両者の統合

化理論ではメタガバナーが誰なのかという点で混乱したイメージしか残っ

ていないと締めくくるのである。

第四のガバメンタリティ理論では，Foucault（1991），Dean（1999），

Rose（1996）のようなガバメンタリティの理論家は，前に触れてあると

おり統合化理論家らと同様にメタガバナンスという用語を使用しないけれ

ども，彼らのガバナンスの行使への理解にあたって，自己規制の規制が，

中心的な役割を果たすものとしてみている（p. 178）。そしてガバメンタリ

ティという用語によって，ガバナンスが何であり，ガバナンスがどのよう

に実行されるのかを明確化する，制度化された集合的なメンタリティに言

及するのである。

ここでガバメンタリティの理論家は，自己規制的ガバナンス・ネット

ワークに対する規制としてのメタガバナンスが一部分となっている，歴史

的にみて特別の自由主義的ガバメンタリティ・プログラムに目を向ける

（同上）。たとえば Dean は，先進的自由主義的メタガバナンスが，自己規

制的アクターの主体形成化（subjectification）と主体機能（subjection）

の同期的関係，すなわち当該メタガバナンスが，自由な主体を，可能性の

特別条件と特別の権力関係のなかに置きつつも，同時にその自由な主体の

構成化と活性化を主張するのである。ちなみに主体形成化とは，メタガバ

ナンスによるパートナーシップ・ヒヤリング・交渉・利用者会議・自由選

択そして参加インセンティブの確立である。また主体機能とは，メタガバ

ナンスによって一組のまとまりとして，規範・標準・ベンチマーク・パ

フォーマンスインディケーターそして様々な種類のヒエラルキー的教育と
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コントロール・メカニズムの各構築と，これらの総和としての自己規制的

アクターによる測定・評価・制裁の可能性のことである。

またこのメタガバナンスはパフォーマンスの様々なテクノロジーを通じ

てアクターの心を鍛練しながら，行為者のテクノロジーを活用して，当該

ネットワーク・アクターのエネルギー・リソース・キャパシティそして知

識を活性化するものである（pp. 178-179）。同じく意味づけと制度化され

たテクノロジーの構築を通じてハンドオフ的に優越的に実行され，介入主

義的トップダウン的な性格を持つものである。さらにトップダウン的メタ

ガバナンスは影響を被った市民へのアクターの応答性をそのアウトカムと

するのであるけれども，その応答性を評価する中心的なパフォーマンス・

インディケーターが最大の，しばしば集権化されているガバメントによっ

て明確化されるのである。

以上のことから，ガバメンタリティの理論家は，メタガバナンスの一義

的提供者について，次のように考えている（p. 179）。たとえば Foucault

は，メタガバナンスが民間アクターを含む幅広いアクターによって実行さ

れるものであると認識しつつも，国家の中心的な役割を強調する。すなわ

ち国家は ア数多くの権力保持者のひとつではなくて，あらゆる権力行使

に関係する審級であること，イ国家からあらゆる権力行使が派生するので

はなく，時間的経過のなかでますます数多くの権力の諸審級が国家によっ

てコントロールされていることを意味する。

いずれにしろガバメンタリティ理論は，メタガバナンスを実行する国家

にとっての出発点を，自己規制の目的・ツール一式・アイデンティティ・

目的を議論的に構築することに求めている（同上）。そして国家の支配形

態は，テクノロジーおよび国家が数多くの規制を守らせようと采配を振る

主権的支配形態を通じて強制される。ちなみにこのような国家の役割理解

は，ネットワーク・ガバナンスが「ヒエラルキーの影」で起こっていると

いう，Scharpf（1994）の主張といくつかの点で類似しているという。

以上の検討を踏まえて，S rensen & Torfing は，４つの理論の類似性と
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相違性を次のようにまとめている（p. 180）。まず類似性については，いず

れの理論も ア自己規制的ネットワークが現代のガバナンス・プロセスに

おいて分離できない一部分となってきていることと，イこれらの自己規制

的ネットワークが効率的な社会のガバナンス生産に貢献することを主張す

る。したがって，これらのことから社会のガバナンスは主権的官僚主義的

ガバナンス形態を通じた実行がなされなくてもいいのであり，それよりも

メタガバナンス形態を取らなければならなくなっていることである。

次に相違性については，ふたりは表７を挙げている。ここで彼らの説明

を加えれば，このようになる（p. 181）。

まずメタガバナンスのパースペクティブに関していえば，相互依存理論

とガバメンタリティ理論，およびガバナビリティ理論と統合化理論とに二

分される。前者は説明（叙述）的アプローチであるのに対して，後者は規

定（規範）的アプローチである。

次にメタガバナンスの形態についていえば，相互依存理論とその他で相

違がある。相互依存理論ではハンドオン型のメタガバナンスは，ネット

ワーク内でのネットワーク・フォーメーション，ネットワーク・ネゴシ

エーション，アウトカム・オリエンテーションをどのように推進するのか

について一義的に焦点を当てるものである。それに対して，その他の理論

では様々な形態でのハンドオフ型メタガバナンスに関係する争点に関係す

るのであり，このメタガバナンスがガバナンス・ネットワークの制度的フ

レームの異なる形態を通じて働くことになる。
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表 7 ４つのガバナンス・ネットワーク理論の相違

メタガバナンス
へのアプローチ

相互依存理論
ガバナビリティ
理論

統合化理論
ガバメンタリティ
理論

アプローチの性格 説明（叙述）的 規定（規範）的 規定（規範）的 説明（叙述）的

形 態 ハンドオン型 ハンドオフ型 ハンドオフ型 ハンドオフ型

効 率 性 低位 高位 高位 高位

出所 S rensen & Torfing（2007），table 9.1（p. 181）等に基づき作成



また効率性についていえば，同じく相互依存理論とその他で相違がある。

相互依存理論は人間の行為と紛争への算術を行うアクター中心型アプロー

チをその出発点にしている関係から，社会をガバニングすることの可能性

へのガバナンスの期待，および自己規制的ネットワーク規制の可能性への

期待を，いずれも低下させるものに目を向けることになる（低位の効率

性）。そしてメタガバナンスは，アクター間の数多くの紛争によって，そ

の成功以上に失敗をたびたび起こすのである。これに対してその他は，

ネットワークをガバンする高度に効果的手段としてメタガバナンスを考え

る（高位の効率性）。その際に，一方でガバナビリティ理論と統合化理論

は自律的な諸アクターを規制する強力な方法として，インセンティブ構

造・規範的ルール・認識的イメージを制度化し，他方でガバメンタリティ

理論はメタガバナンスを，主体形成化と主体機能の高度に効率的な先進的

形態として叙述するのである。

最後にふたりは，本表の提供する４つの理論のそれぞれの内容が排他的

な関係にあるというよりも，より一層相補的なそれであるとみている（p.

181）。その理由は，ア説明的アプローチと規定的アプローチを完全に分け

ることが常に難しいこと，イメタガバナンスのハンドオン型形態とハンド

オフ型形態が上手に一緒になって機能する傾向があること，ウあるコンテ

キストで効率的な傾向にあるメタガバナンスが他のコンテキストではそう

ではないかもしれない場合も可能性としてはあること，からである。以上

で，S rensen & Torfing によるメタガバナンス論の説明を終える。

さて，ここで少し論じておくことがありそうである。それはふたりの説

明が各理論によるメタガバナンスへのアプローチであるけれども，実はメ

タガバナンス論自体からみた各理論の相違については，必ずしも明らかで

はないのである。そこで５つの検討項目に基づいて，本文の説明からわか

る範囲で，表８にまとめてみておいた。

まずこの表を作成するにあたって，意外にも，容易には進まなかった。

その理由を考えると，ふたりの説明はあくまで各理論によるメタガバナン
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スへのアプローチのために，メタガバナンス論として体系的に叙述されて

いないからであるように思われる。ちなみに本表では，すべての項目に

亘って埋めているけれども，明示的な叙述に依れていないところがある

（①のア，②のアエ，③のオ）。

またこうした外観的な事柄とともに，本表の作成過程から内容に関わる
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表 8 メタガバナンス論からみた４つの理論の相違

①相互依存理論 ②ガバナビリティ理論 ③統合化理論 ④ガバメンタリティ理論

アメタガバ
ナンス実行
の際に依拠
するもの

紛争の仲裁・プロセス
プラニング・外交を通
じた交渉プロセスの促
進

ネットワーク・アク
ター間の相互依存性の
増大と啓発

ネットワーク・アク
ターの政治的アイデン
ティティとキャパシ
ティの戦略的フォーメ
イションとその発展

自己規制の規制を行う，
制度化された集合的な
メンタリティ

イメタガバ
ナンス実行
の目的

ガバナンスの可能性の
増大

高度に不安定であると
仮定する，非規制的な
ネットワークの安定化

ネットワーク内部とそ
の間における，強力な
民主主義的政治コミュ
ニティのフォーメイ
ションおよび民主主義
的政治的アイデンティ
ティの形成と促進

先進的な自由主義的メ
タガバナンス（Dean

の場合）

ウメタガバ
ナンスの規
制

メタガバナンスの諸ア
クター(メタガバナー)
が，自己統治型ネット
ワークと直接的な相互
作用を行うハンドオン
型メタガバナンス。

実際の実務に携わらず
に，制度デザインを通
じたハンドオフ型メタ
ガバナンスの強調。

自己規制的諸アクター
の自己規制による低位
の介入主義的傾向

自己規制的アクターの
主体形成化と主体機能
（同上）

エメタガバ
ナー

国家アクター，特に公
共行政官ら

国家 論者で一致していない
（国家，社会，政治シ
ステムなどの場合）。

国家（Foucault の場
合）

オ国家・市
場・ガバナ
ンスの三者
関係

ガバナンスが優越的で
はなく，三者間での組
み合わせ。

国家と市場に対するガ
バナンスの長所の強調

空白（注） 国家の中心的な役割
（同上）

(注) 本文では明示されていないため，③のエから推察すると，ここでも論者の間で一致し
ていないと考えられる。

出所 S rensen & Torfing（2007），pp. 170-180 に基づき作成



検討課題が浮かび上がってくる。それは，「エメタガバナー」と「オ国

家・市場・ガバナンスの三者関係」の項目である。要するに本書では国家

と市場に関して，前述での内容 からなる「ガバメント並びにガバナン

ス」の立場での説明はあるものの，ここでの議論にはまったく十分なもの

ではなく，そもそも国家と市場の概念の検討から始める体系的記述を前提

としていないなかでの，ガバナンスからだけの記述となっているのである。

そのために，たとえば Mayntz と Scharpf のガバナンス・ネットワークと

国家に関するア～エの議論も紹介に終わってしまい，ガバナンス論にとっ

て決定的な意味をもつと思われる，前述の「ウガバナンス・ネットワーク

への増大するニーズはヒエラルキー的国家支配を無意味化するものではな

く，むしろ新たな国家支配の諸形態を要求するもの」および「エ国家とガ

バナンス・ネットワークの関係力は，ガバナンス・ネットワークの自己規

制化キャパシティを増大させる制度デザインの戦略的構築，および国家の

もつ調整キャパシティの両方によってメタガバナンスを行う国家のアビリ

ティに依存」するといった論点が深められていないのである14）。従ってこ

のようにならないためには，各理論がどのような「ガバメント並びにガバ

ナンス」論を展開しているのか（していないのか）の検討までも，今回，

ガバナンス・ネットワーク理論を検討する際に是非とも含めておくべきで

あったと考える。ただしこの点については，Torfing 自身，冒頭で触れた

ガバナンス研究の回顧と展望のなかの第６番目の項目（ガバナンスと権力

のリンク）を指摘していることからいえば，当然，了解されることであろ

う。

最後に，前節で議論を保留していた点について述べておきたい。それは，

S rensen & Torfing がガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）の原

因論と解決方法論において，表６のとおり複数の原因・解決法を挙げるだ

けで，相互間の関係や複数採用の場合，そして予期しない結果の場合に関

して言及していないなかで，メタガバナンスに最終審級的な解決方法を委

ねているのではないかと想定されることに対して，ふたりのメタガバナン
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ス論を終えた段階で，どのように考えればいいのかである。ここでの結論

は，表８からわかるとおり，ふたりの議論は各理論によるメタガバナンス

へのアプローチであって，最終審級的な解決方法をメタガバナンスに委ね

ているのではないかという当初の想定は成り立たないということである。

なぜならばふたりの議論には，あらかじめ各原因＝名解決方法の間での軋

轢や混乱等を回避するためかどうかまではわからないけれども，そもそも

解決方法間での相互関係や複数採用の場合，そして予期しない結果の場合

を想定する議論設定にはなっていないからである。

5．民主的ガバナンス・ネットワーク論

はじめに S rensen & Torfing は，次の問題意識をもって，民主的ガバ

ナンス・ネットワークを論じるのである（第13章：pp. 233-246）。それは，

第一世代のガバナンス・ネットワークの理論家がガバナンスの効率性向上

からガバナンス・ネットワークの役割に主要な関心を払ってきているけれ

ども，民主主義へのガバナンス・ネットワークのインパクトにほとんど注

目が注がれてこなかったというものである。またふたりは，これらの理論

家の行う考察が簡単で不完全であるけれども，その内容自体にはガバナン

ス・ネットワークが新たな民主主義形態の発展にとって中心的な基本要素

になりうるものがあるとの判断が得られることから，非常に魅力的な議論

として映っているのである（p. 233）。

次にふたりはそれらを踏まえて，ガバナンス・ネットワークの民主主義

問題とそのポテンシャルに焦点を当てて議論を深めていくことになるけれ

ども，それに先立って民主主義の制度化をめぐる定義自体の理解をめぐっ

てポストモダニスト的な議論を行うのである（pp. 233-234)15）。すなわち

民主主義の現状理解に関して，現在は自由主義的理解からポスト自由主義

的理解への移行期にあたっているとするものである。したがって，ふたり

は今後の議論の進め方として，まず自由主義的民主主義についての伝統的
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諸理論とそれらのガバナンス・ネットワークに対する理解に関して概説を

行い，次に新たに登場しているポスト自由主義的民主主義の諸理論のガバ

ナンス・ネットワークへの貢献を議論し，また民主主義の新旧の諸理論間

の相違性と類似性を分析し，最後にガバナンス・ネットワークのもつ民主

主義的諸問題とそのポテンシャルに関する重要な問題提起を行うのである。

それでは，さっそく議論をみていこう。

はじめにふたりは，自由主義的民主主義の伝統的諸理論とそれらのガバ

ナンス・ネットワークの理解方法として，March & Olsen（1989：第７

章）に依拠しながら，関係する諸理論のなかで支配的理論を，人間的行為

への算術的アプローチを行う集合的理論（aggregative theories）と，文化

と調整に基づくアプローチを行う統合的理論（integrative theories）とに大

別して整理するのである（pp. 234-235）（表９)16）。本表について一言す

るとすれば，自由主義的民主主義の伝統的諸理論，それが集合的諸理論で

あっても統合的諸理論であっても，ガバナンス・ネットワークへの評価が

著しく否定的であるという共通点があることを指摘すればいいと思われる。

次にふたりは，ここから新たに登場しているポスト自由主義的民主主義

理論のガバナンス・ネットワークへの関連性に関して述べるわけであるけ

れども，それに先立ってポスト自由主義的民主主義理論の自由主義的民主

主義理論に対する特徴を３点にわたって指摘している（p. 236）。それは，

ア自由主義的民主主義の集合的理論と統合的理論に関して，基本的な存在

論的立場17）からの再定式化が試みられること，イ国家と社会を明確に区

別する要求を含む，代議制民主主義の伝統的諸組織の放棄，ウ民主主義を

政体内での意思決定にあらかじめ限定化するという考え方への挑戦である。

そしてふたりは，この後にすぐにみることになるけれども，こうした特

徴によってポスト自由主義的民主主義理論のガバナンス・ネットワークへ

の貢献は肯定的に語ることができ，そのおかげで前に触れた自由主義的民

主主義理論のガバナンス・ネットワークへの否定的評価とはまったく正反

対に，「より一層複合的で楽観的な見解」（p. 236）を持てることになるだ
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表 9 自由主義的民主主義理論における支配的な２類型と
ガバナンス・ネットワークとの関連性

集合的諸理論 統合的諸理論

共通の前提共通の前提

国家と社会の間で明確な境界が存在すること。国家と社会の間で明確な境界が存在すること。

共通の前提共通の前提 私的領域での個人のリバティ
および国家の政治権力の平等
配分の保障

民主主義的市民の発達促進を
確保するための，熟議の自律
的範囲の保障。

民

主

主

義

役割の認識

普通選挙の手段で市民の間で
政治権力を平等に分割する方
法，および様々な形態の少数
保護と大きな規模のプライ
ベートな領域の方法で，個々
のリバティを最大限度のレベ
ルまで確保する方法。

共通善のアイデンティティ化
に向けて，十分に考えられた
熟議でもって，権力を目指す
政治的バトルを代替する方法。

民

主

主

義
制度の目的

政治的平等性と個人的リバ
ティの生産への期待

市民の間で公共善の利益で活
動するために公共性（com-

munality）と責務の意味を発
展させること。

民

主

主

義

実現の手段

空白（注） 市民社会を構成する数多くの
ボランタリー組織・制度・グ
ループにおける徹底的な市民
参加。

共通の前提共通の前提 国家と社会の間の境界を曖昧化する存在であること。国家と社会の間の境界を曖昧化する存在であること。

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

認 識

民主主義への脅威であり，危険物となること。民主主義への脅威であり，危険物となること。
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

認 識

政治的平等性と個人的リバ
ティへの脅威

政治的意思決定プロセスへの
公的参加の拡大化への貢献と
の主張に反して，社会的共通
善の促進以上に特別利益の促
進に向けた調整の強調。

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

理 由

公選政府の主権的ポジション
の弱体化，および集合的意思
決定のプライベートな領域へ
の拡散となるため。

ネットワークの主張が民主主
義的市民の発達促進とはなら
ずに，脅威となるため。

注 この欄に該当する記述が本文中にはない。
出所 S rensen & Torfing（2007），pp. 234-235 に基づき作成



ろうと結論を先取りするのである。

ところで S rensen & Torfing はポスト自由主義的民主主義理論のガバ

ナンス・ネットワークへの貢献を検討するにあたって，表10でみるように，

ガバナンスへの紛争型アプローチか調整型アプローチか，またそれらの諸

理論に人間の行為に関する算術型見解があるのか文化的見解があるのかに

従って４分類している（同上）。またこの表に取り上げられている各民主

主義理論についてのふたりの説明についても，ここでも理解が容易になる

ように，新たに表11を作成しておいた。

以上の検討を踏まえて，S rensen & Torfing は，ポスト自由主義的民主

主義の諸理論間での類似性と相違性を次のようにまとめている（p. 245）。

まず類似性では，はじめにガバナンス・ネットワークについて，代議制民

主主義の伝統的諸制度を補充するものとしてみなされるべきであり，領域

的に組織される民主主義的諸機関と機能的に組織されるそれらの機関を結

びつける政治システムを発展させることに貢献するものとしてみなされる

べきであるとする点である。その際にHirst と Fung & Wright の議論に基

づいて，ガバナンス・ネットワークの民主主義的ポテンシャルが自動的に

獲得されるものではないことから，様々な形態のメタガバナンスを通じて

ガバナンス・ネットワークの規制の熟議的取組のなかで，それが育成され

なければならないと考えている。

次にガバナンス・ネットワークについて，民主主義に対する数多くの潜

在的な諸問題を抱えていることに同意する点である。たとえば Young と

Sandel によれば，ガバナンス・ネットワークが，ステークホルダーの特

定グループと特定の政治的アイデンティティのシステム上からの排除（そ

れ以外を包摂しながらも）に帰結することになるかもしれないのである。

さらに一度ガバナンス・ネットワークが形成されてしまった場合の，意

思決定プロセス上の民主主義的クオリティに心配事がある点である（p.

246）。そして，その内容については相違性を指摘する。それは一方で

Fung & Wright のような強力なネットワーク・アクターによる支配の危
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表11 ポスト自由主義的民主主義理論の各型の特徴とガバナンス・ネットワーク

民主主義理論
検討項目

競 争 型 アウトカム型 コミュニティ型 競 技 型

基本的考え方 民主主義の集合的
諸理論を伴って，
自己利益的アク
ター間での権力闘
争の規制手段であ
るとの見解。ただ
し国家と代議制民
主主義の制度領域
内に，政治闘争を
包摂できるという
考え方には拒否す
る立場。

民主主義の集合的
諸理論を伴って人
間の行為への算術
的アプローチを共
有しつつ，アウト
カムが民主主義的
ガバナンスのアビ
リティによる，
様々な調整形態を
通じて生産される
との見解。

民主主義の統合的
諸理論に基づき，
民主主義的政体が
法的に明確化され
たユニティ（統一
体）へと還元され
ないとの見解。

民主主義に対する
紛争型パースペク
ティブを，一方で
人間の行為の本質
の文化的理解と，
他方で偶発的ヘゲ
モニック接合によ
るアイデンティ
ティ形成の社会的
プロセス・アウト
カムとして主体性
（subjectivity） の
統合的理解とに，
それぞれ結び付け
て考える見解。

代表的論者と各
見解

Etzioni-Halevy の
準公共的サブエ
リート論，および
Hirst の ア ソ シ
エーティブ・モデ
ルと仲裁型連合体
制度。

Fung & Wright

のエンパワー型参
加ガバナンス，お
よび Young の正
しいアウトカム論
（手続的正義に基
づくもの）。

Sandel のいう，
複数に位置付けら
れた自己として，
考え行動できる市
民。

Connolly と Mouffe

の競技型民主主義
論。

民主主義への貢
献内容

ア政治的エリート
と強力なローカル

Fung & Wright

による民主主義的
ア政治的諸コミュ
ニティの内部とそ

主要な民主主義的
責務が，敵対的な

表10 ポスト自由主義的民主主義理論へのマルチ理論アプローチ

算 術 文 化

紛 争
競争型民主主義

Etzioni-Halevy 1993 ; Hirst
2000

競技型民主主義
Connolly 1991, 1995 ; Mouffe
1993 ; 2000

調 整
アウトカム型民主主義

Fung & Wright 2003 ; Young
2000

コミュニティ型民主主義
March & Olsen 1995 ; Sandel
1996

出所 S rensen & Torfing（2007），table 13.1（p. 236）に基づき作成
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アクター間での垂
直型権力バランシ
ング，イこれらの
間での継続中の競
争・議論・調整の
必要性，ウあらゆ
る影響を被る市民
に，代議制民主主
義の諸制度に当選
見込みが立つよう
になる人たちのリ
クルートへの影響
力行使のチャンネ
ルを提供する重要
性。

制度デザインのガ
イドライン（実践
的な関心と具体的
諸条件に基づく調
整，ステークホル
ダーに対するボト
ムアップ型参加の
保障，参加者によ
る権力共有と熟議
的 問 題 解 決），
Young による影
響を被る市民の間
で平等に行われる，
正しいアウトカム
の生産手続の確立。

の間の適切性の民
主主義的なルー
ル・規範・ロジッ
クの構築を行うス
トリー・テーリン
グを通じて促進，
イ市民間での民主
主義的政治のエン
パワーメント・レ
ベルの向上手段と
してのアイデン
ティティの形成，
ウ相互依存の民主
主義的エトスと高
度なレベルの政治
的参加を支援する
政治的キャパシ
ティとアイデン
ティティの形成。

友・敵の諸関係を，
競技的な諸関係に
変容させることに
あると論じている
こと。

ガバナンス・
ネットワークの
民主主義への貢
献内容

ア政治的サブエ
リートの補充化・
育成化・組織化の
ひとつ，イ政治的
エリートと普通の
市民の間の移動を
高める踏み台，ウ
多数の自律的アク
ター間と，トップ
ダウン型国家支配
とボトムアップ型
自己規制の間での
調整プロセスの組
織化の有効な方法。

Fung & Wright

による民主主義の
向上方法の指摘
（ガ バ ナ ン ス・
ネットワークにア
問題解決ないしは
責務の周辺での構
築を求め，イボト
ムアップ型参加を
促進させ，ウ自律
的アクターと相互
依存し合うアク
ターの間での交渉
型熟議アリーナを
提 供 さ せ る），
Young による手
続的諸要求の尊重。

ステークホルダー
間のコミュニケー
ション・調整・交
渉・協力の向上，
および公共への参
加の増大と市民の
エンパワーメント
化。

ア論弁的な論議範
囲の拡大，イ政体
構築の政治化の促
進，ウ相互依存関
係によってまとめ
あげられていると
いう事実から，敵
対関係を，競技の
それへの変容に貢
献する交渉プロセ
スの強制化。

ガバナンス・
ネットワークの
民主主義への危
険性の有無等

有：Etzioni-Halevy

のエリートの自律
性と競争性の弱体
化，および意志決

有（潜在的危険
性)：特定グルー
プの排除・低位の
公表・少数アク

有（脅威)：共有
する目標でガバナ
ンス・ネットワー
クを働かせるよう

有（民主主義の弱
体化)：敵対主義
を，競技主義へだ
けでなく，競技型



険性や，March & Olsen のようなアクターへの自己同一化とオリエンテー

ションの発展可能性を保証する統合レベルかどうかを問題視するものと，

他方で Etzioni-Halevy, Mouffe, Connolly のようにアクターによって非常に

強力なヘゲモニーが確立されているなかでの論弁的な論議と公開性の余地

の欠如がある。

最後に，Etzioni-Haley と Young が心配するガバナンス・ネットワーク

の非正式性による，自らの公開性確保の困難性という点もある（同上）。

以上が，S rensen & Torfing の論じる民主的ネットワーク・ガバナンス
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定プロセスにおけ
る低レベルのアカ
ウンタビリティと
公表，Hirst の国
家の独占的責務へ
の侵害(注1)。

ターの支配も存在
すること，ただし
Fung & Wright

は集権的監督と調
整による回避策を
考 え て い る こ
と(注2)。

にするための，ガ
バナンス・ネット
ワークの自己同一
化・オリエンテー
ションの発達が妨
げられること(注3)。

議論の合理的なテ
クノクラティック
な問題解決ディス
コースまでも変容
に導くほどの当該
ネットワーク・ア
クターの統合化が
進展すること。

ガバナンス・
ネットワークの
評価

民主主義の救済者
ではないし陥穽も
抱えているが，民
主主義的ポテン
シャルを備えてい
るもの。

効果的な政策立案
と政策アウトカム，
および正しい諸ア
ウトカムの向上へ
と貢献しうるもの。

エンパワーされた
市民にとって，政
治的諸アイデン
ティ ティ・ナ ラ
ティブと公共性の
間のリンケージ，
およびブリッジの
確立のための重要
な手段となるもの。

民主主義の向上に
積極的に貢献する
ことができる，
様々な方法の探究
を開始するもの。

注１ その責務の内容とは，アナショナル・リージョン・ローカルの各ガバメントと市民社
会の間の諸権力と諸応答責任の配分，イ内部的な民主主義的正統性の主要なソースの市
民への提供，ウその他の国民国家と政治的諸実体を取り扱う際における，一義的・民主
主義的立場からの正統的アクターの確立，である。

注２ この集権的監督と調整を，S rensen & Torfing はメタガバナンスの要求としてみてい
る。

注３ その発達が妨げられる背景には，政治的な諸コミュニティ間の重複・結びつきが一定
のコミュニティとアイデンティティの過小評価に基づいてシステマティックに構築され
てしまい，また多くの人たちのなかで，ごくわずかな人たちだけをエンパワーしながら
従事させてしまうために，ガバナンス・ネットワークのもつ緩やかに結び付けられてい
る特質が変質することになる。

出所 S rensen & Torfing（2007），pp. 236-245 に基づき作成



論の全体像である。さしあたりここで論じておくべきことは，第一にポス

ト自由主義的民主主義理論によってガバナンス・ネットワークが多彩で豊

富に論じられていること，とりわけこれまでガバナンス・ネットワーク論

の死角となっていたとおもわれる民主主義問題を正面から論じているとこ

ろについて大いに評価されるべきであろう18）。しかし同時に指摘しておか

なければならないことがある。

それはメタガバナンス論の場合と似て，ふたりの目指す民主的ガバナン

ス・ネットワーク論とは表11からわかるとおり，まずガバナンス・ネット

ワークと民主主義理論が別個のものとして措定され，次にガバナンス・

ネットワークによる民主主義への貢献が論じられるという構成になってい

る19）。そのことから，民主的と形容されるガバナンス・ネットワークそれ

自体を議論するものとはなっていないのである。もしも，こうした民主的

と形容されるガバナンス・ネットワークを論じようとすれば，これまでの

ガバナンス・ネットワークの，第二世代研究論の提起から始まり，ダイナ

ミックス論から機能不全（失敗）論へ，そしてメタガバナンス論へと論じ

ていく際に，民主主義の契機をそれぞれで加えておかなければならなかっ

たのではないかと思われるのである。

もちろん，ふたりからはこれに対して，当然のことながら次の反論が

返ってくるであろう。それは，もしも民主主義の契機を加えた論じ方をす

るとなると，もはやその議論は当初の存在を問題とする理論の範囲には収

まりきらなくなってしまい，新たに当為を論ずる規範理論として立論しな

ければならなくなるであろう，と。したがって，これ以上の議論は本稿の

目的から外れてしまうことになるため，ここでは控えざるをえない。

6．ガバナンス・ネットワーク研究：第二世代研究論の展望

S rensen & Torfing は本書を締めくくるにあたって，ここまで述べてき

た アガバナンス・ネットワークのダイナミックス論，イガバナンス・

立命館法学 2010 年 5・6 号（333・334号）

1264 (2724)



ネットワークの機能不全（失敗）論，ウメタガバナンス論，エ民主的ネッ

トワーク・ガバナンス論（以上の４つを基本的な研究課題と呼ぶ）に対す

る他の寄稿者らの提出する考え方の検討を通じて，ガバナンス・ネット

ワーク研究の第二世代の展望を考察しようと考えている（「終章｣：pp.

297-315）。換言すれば，これまでの研究課題である，アガバナンス・ネッ

トワークの形成，イガバナンス・ネットワークの国家（ヒエラルキー）と

市場からの相違，ウ様々な国々と諸政策分野における効果的で積極的なガ

バナンスへのガバナンス・ネットワークの貢献についての説明だけでは不

十分になっていると考えているからである。そこで，ふたりがここで第二

世代研究に対する貢献として考えていることは，実証的研究の成果の重要

性もさることながら，ガバナンス・ネットワーク研究における批判的でか

つ理論的で学識豊かな洞察力の成果である（p. 298）。

ところでふたりは，寄稿者らに，一方で理論的な出発点の明確化を求め

ながらも，他方で表２（1207頁），表５（1217頁），表10（1261頁）の中の

理論的なポジションの一つを選択するか，あるいはその他の理論に依拠す

ることで前者のこの選択肢を超越してしまうかを自由に選ばせているので

ある（p. 300）。その結果は12組の寄稿者のうち，前者は10組，後者は２組

（Bevir & Rhodes, Schaap）であった（pp. 300-302）。ちなみにふたりは，

この結果について，前述の自分たちの作った理論マップ（表２，５，10）

の権威性と有効性などを証明するものとは少しも考えておらず，異なる理

論的アプローチ間の区別のための自己発見型ツールとしての価値を証明す

るものであると考えている。さらにいえば，この理論マップを活用するこ

とで，ア重要な理論的差異を見分けたり，イ異なるアプローチを結びつけ

たり，ウ既存の諸ポジションを超越して新たなポジションを探究したりす

ることに役立つとしている（p. 302）。

以上を踏まえて，さっそくふたりの行う，各寄稿論文へのレビューを通

じて第二世代のガバナンス・ネットワーク研究がどこに向かって進んでい

けばいいのか，その際の研究課題とは何なのかをみておくことにする
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（pp. 303-308）。

最初の基本的な研究課題であるガバナンス・ネットワークのダイナミッ

クス論に関しては，以下のとおりである。第２章の Nils Hertting「ガバナ

ンス・ネットワーク形成のメカニズム：文脈的合理的選択パースペクティ

ブ」ではガバナンス・ネットワークの脆弱性・不安定性についての強調が

なされているとする（p. 303）。これに対してふたりは，なぜ諸アクターが

集合的行為に関連して生じる様々な諸問題に直面して，ネットワークの形

成を選択するのかという理由について更なる考察を求めている。すなわち

不安定性のソースは様々な形態の制度化を通じてどのように削減されうる

ものか，また制度的諸条件と諸伝統によって形成される諸アクターの諸選

好と諸動機はどのような状態にあるのか，さらにガバナンス・ネットワー

クの形成は経路依存的であるか，である。

第３章の B. Guy Peters「民主的ネットワーク・ガバナンスにおける有

徳的で粘着的な環状構造」ではガバナンス・ネットワークに内在する脆弱

性と不安定性，それを引き起こす特別の制度的ダイナミックスについて，

さらに一層理論化を行っているとする（pp. 303-304）。これに対してふた

りは，ガバナンス・ネットワークが国家・市場・市民社会のルールと関係

づけられる制度的諸特徴によって支配される制度的コンテキストにおいて，

どのように機能するのかに関する考察が求められていると考えている。

第４章の Mark Bevir & R. A. W. Rhodes「脱中心的理論・変化そして

ネットワーク・ガバナンス」では，ガバナンス・ネットワークの機能化や

変容化に対する諸信条と諸伝統の中心的な役割を強調しているとする（p.

304）。これに対してふたりは，ガバナンス・ネットワークとそのネット

ワークの内部的凝集性を保証するナラティブが，幅の広い政治的・文化

的・社会経済的コンテキストの変化によって，どのように影響を被るのか

についての分析が必要になっているとしている。

二番目のガバナンス・ネットワークの機能不全（失敗）論に関しては，

以下のとおりである。第６章の Linze Schaap「閉鎖性とガバナンス」では，
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ネットワークの閉鎖性によるネットワークの失敗を引き起こされる程度に

ついて検討しているとする（p. 305）。ふたりはこの研究によって，排除と

ネットワークの閉鎖性と，ガバナンスの失敗の間の関係についての議論の

必要性を指摘する。その際の問題意識は排除が閉鎖性を必ず生み出すもの

であろうか，閉鎖性がガバナンス・ネットワークの失敗に必ず帰結するも

のであろうか，あるいはいくらかの程度の閉鎖性がガバンの成功には必要

になっているものか，というものである。

第７章の Joop Koppenjan「政策ネットワークにおける合意と紛争」で

は，ガバナンス・ネットワークが適切に機能するためには紛争と合意の間

での一定のバランスを必要としているとする（同上）。これに対してふた

りは，合意は紛争の欠如であるか，合意は紛争と権力闘争の結果か，合意

自体が敵の勢力の構成要素である外の世界を排除することを条件づけるも

のかという考察が必要になっているとしている。

第８章の Tanja Borzel & Diana Panke「ネットワーク・ガバナンス：効

果的と正統的？」では，有効性と正統性の関係を分析し，必ずしもトレー

ド・オフの関係ではないとする（pp. 305-306）。すなわちガバナンス・

ネットワークは，より一層効果的な政策アウトカムの生産を通じたアウト

プット型正統性の増大と同時に，参加・熟議・アカウンタビリティの増大

による民主主義的なインプット型正統性の向上を図るべきであると主張す

るのである。これに対してふたりは，様々な制度的セッティングおよび

様々なレベルでのガバナンスにおいて，民主主義的正統性の増大要求が，

どのようにして現実化されうるものなのかについて研究する必要があると

考えている。

三番目のメタガバナンス論に関しては，以下のとおりである。第10章の

Peter Triantafillou「ガバナンス・ネットワークにおける形成と動員のガバ

ニング」では，ガバナンス・ネットワークが，メタガバナンスを通じて，

どのようにして形成され活性化されうるものなのかについて考察している

とする（p. 306）。これに対してふたりは，メタガバナーが誰であり，メタ
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ガバナーとしてのアイデンティティがどのようにして形成されるのか，そ

して何が規制を行うプラクティスをガイドしているのか，またメタガバナ

ンスのテクノロジーがある一定のガバメンタリティの一部分を成している

としても，やはり歴史的な諸変化を駆動するものが明らかではないとの疑

問を提示している。

第11章の Erik-Hans Klijn & Jurian Edelenbos「ネットワーク・マネージ

メントとしてのメタガバナンス」ではガバナンス・ネットワークが，プロ

セス・マネージメントと制度デザインを結びつけるネットワーク・マネー

ジメントを通じて，どのようにしてメタガバンされうるものなのかについ

て疑問を呈しているとする（pp. 306-307）。これに対してふたりは，アガ

バナンス・ネットワークが自己規制のキャパシティの破綻なしに，どのよ

うにしてメタガバンされうるものなのか，イプロセス・マネージメントと

制度デザインが自己規制の促進化に，どのように役立つことができるのか，

ウネットワーク・アクターを脱エンパワーメント化させず，それをどのよ

うに回避させるのかに関して，更なる議論が必要としている。

第12章の Laurence J. O'Toole, Jr「ガバナンス・ネットワークのアウト

プットとアウトカムのガバニング」では，ガバナンス・ネットワークの機

能改善のための規制方法を究明しているとする（pp. 307-308）。これに対

してふたりは，公共オーソリティのメタガバナンスを実行するキャパシ

ティが，ローカル・ナショナル・トランスナショナルという諸レベルの公

共オーソリティの配置にどのように依存していたり，ガバナンス・ネット

ワークと当該ガバナンス・ネットワークに内在するアクターの，各々の特

別の性格にどのように依存していたりするのかについての研究がさらに必

要になっていると考えている。

最後の民主的ネットワーク・ガバナンス論に関しては，以下のとおりで

ある。第14章のAllan Hansen「ガバナンス・ネットワークと参加」では，

参加民主主義の再定式化型理論の諸レンズを通じて，ガバナンス・ネット

ワークの民主主義的な諸問題とポテンシャルの問題を検討し，ガバナン
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ス・ネットワークの民主主義への肯定的な効果と否定的なそれを有してい

ると結論づけているとする（p. 308）。これに対してふたりは，いかなる民

主主義的諸規範が，民主主義に対するガバナンス・ネットワークのもつ集

合的効果へのアクセスが可能となる，最大限度のものとみなすことになる

のかを検討しなければならないと考えている。

第15章の John Dryzek「ネットワークと民主的アイディア：公正・フ

リーダム・コミュニケーション」では，ガバナンス・ネットワークが政治

的平等性・民衆コントロール・政治的フリーダムという民主主義的諸理念

を，どのようにして，できる限り実現化するものなのかを議論していると

する（pp. 308-309）。これに対してふたりは，政治的平等性で影響を被っ

ているとして考慮されるべき人が誰なのかを定義することを主導する諸プ

ロセスをどのように規制するのか，また誰が何をコントロールすることが

できるのかをどのように決定するべきか，そして最高度に可能なレベルの

競争を，どのようにして維持することができるのかについて考察すること

は重要なことであると考えている。

第16章のAnders Esmark「民主的アカウンタビリティとネットワーク・

ガバナンス：諸問題と可能性」では，ガバナンス・ネットワークの民主主

義的アカウンタビリティの緊急問題として，ガバナンス・ネットワークの

メンバーをアカウンタビリティの保持者ではなく，むしろアカウンタビリ

ティが行われる被保持者としてみなされるべきであるとする（pp.

309-310）。これに対してふたりは，さらに進んで，ガバナンス・ネット

ワークのもつ民主主義的アカウンタビリティへの新たな洞察が，アカウン

タビリティの被保持者としてのガバナンス・ネットワークと，より広範に

影響を被るステークホルダーとの間の民主主義的関係が，どのようにして

制度化や維持がなされるものなのかについての議論が必要であると考えて

いる。

以上の検討を踏まえて，S rensen & Torfing は，第二世代のガバナン

ス・ネットワーク研究を前進させるために， 将来の研究に向けてのア
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ジェンダの拡大と更新という挑戦と， ディスコース・ 相互作用・ 権

力の各構造への考察という挑戦の，各々の必要性を論じることになる

（pp. 310-315）。

はじめに 将来にむけた研究アジェンダの拡大と更新という挑戦に関し

ては，以下のように論じる。まず前述までのすべての理論アプローチは，

ガバナンス・ネットワーク研究の第二世代が提示する質問への回答が特別

の強みと弱みを有することから，理論的フレームワークの再定式化あるい

は新フレームワークの構築化を通じて，諸アプローチに内在する制約の削

減と補整を行いつつ，様々なアプローチのアドバンテージを利用する方途

を見つけ出さなければならないと考えている（p. 310）。

また制度的諸条件を明らかにするための実証研究においては，アガバナ

ンス・ネットワークの形成と変容，イガバナンス・ネットワークの機能化

を条件づける文脈依存のジレンマ，ウメタガバナンスの異なる形態の展開

と諸効果，エガバナンス・ネットワークの民主主義的固定化の程度（範

囲），が各々解明されなければならないと考えている（同上）。

さらに方法論的挑戦には２つあるという（p. 311）。ひとつはインタ

ビューと文献研究という標準的な定性的社会科学方法論に，フォーカスグ

ループによるインタビュー・観察研究・日記の記述・社会ネットワーク分

析といった非標準的なそれを加えることで，政策アクターとその影響を被

る政策アクターとの間の正式・非正式の諸関係の形態と性格を明らかにす

ることである。もうひとつは実証研究フィールドに存在する，博識のある

内省的政策アクターとの継続的対話に基づいて，相互作用主義的研究実践

をより一層発展させることである。すなわちこの相互作用型実践によって，

ア関連政策の諸問題に焦点が当てられ，イ研究上の質問が先鋭化させられ，

ウ重要なデータ・ソースが明確化され，またそのアクセスも獲得され，エ

データ解釈が修正され，オ結論のもっともらしさが点検されることになる。

最後にガバナンス・ネットワークの新たなリサーチ・アジェンダが，新

たな理論的衝撃と再方向化への対応および政治―行政的環境のなかでの発
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展への対応のなかで，さしあたり以下のように明らかになっているという

（同上）。ア特定の政策問題との関係で国家・市場・ネットワークの異なる

諸組み合わせでの政治的選択を特徴づける考え方・理由・正当化に関して，

イ国家と市場がガバナンス・ネットワーク（あるいはその逆の場合）に対

して，持つことになるかも知れない肯定的・否定的な効果に関して，ウ異

なる諸国と異なるレベルにおけるガバナンス・ネットワークの形態と機能

に対する政治的文化と伝統のもつインパクトに関して，エトランスナショ

ナル・マルチレベル・マルチカルチャーな各ネットワークにおける異なる

国々・レベル・領域に出自を有する諸アクターを結びつけるガバナンス・

ネットワークの役割に関して，である。

また ディスコース・ 相互作用・ 権力の，各構造への考察という挑

戦に関しては，以下のように論じる（pp. 312-314）。 は，共通の目的と

共同の政策作成について，大きく異なりつつ，紛争も抱えるアクターを統

一化するものである（p. 312）。そのためにガバナンス・ネットワーク内に

ある政策問題・政治的諸価値・実現可能な解決策に関するヘゲモニックな

理解を構成したり，敵対者と政策の失敗に対して脅迫的な他者と他の政策

を対置することでネットワークの限界と境界を明確にしたりするのである。

は，ネットワーク・アクターへの異なる役割と機能の割り当て（配

分）を行うものである（p. 313）。そのために異なるネットワークでの諸ア

クターの性格・中心性を確立させたり，調整者・ゲートキーパー・代表者

などに異なる仲介業務の役割を措定したりするのである。ただしネット

ワーク・アクターの構造上のポジション（＝影響力の重要なソース）が，

正式のオーソリティ・知識・金銭・組織的キャパシティ等のような主なリ

ソースによって維持されながら，そのリソース配分にあたってはガバナン

ス・ネットワーク内の権力諸関係がまだ十分に考慮されていないという。

は，ネットワーク・アクター間の政治的紛争と対立の明確化，および

アクターの交渉型相互作用によるアウトプットとアウトカムの規定を行う

ものである（同上）。そのなかには異なるネットワーク・アクターが，具
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体的な意思決定，ガバナンス・ネットワークの政治的アジェンダ，共通に

受け入れられた諸価値・諸目的・諸信条に対して，どのようにして上手に

影響を及ぼすのかについての分析も含まれるという。換言すれば，権力の

意味づけ・行動・メタファーによる包摂と排除について，「権力の３つの

顔」（Lukes，1974）からの分析が欠かせないものとなっているとみる20）。

さて，以上の議論を締めくくるにあたって，S rensen & Torfing はポス

トマルクス主義の立場（Bevir & Rhodes 2010，p. 47）にふさわしく，ガ

バナンス・ネットワーク研究をより一層批判的なパースペクティブ上でそ

の発展に貢献しようとして，ガバナンスのヘゲモニックな理解に関わって

の権力・紛争・敵対について強調するのである（p. 314）。ふたりは

Mouffe（2005）に依拠しながら，今日，政治性の無いネットワークに基

づいた政策形成に関する暗示的なアイデアというものがあって，それが合

理主義者の権威にかけて紛争や敵対を削減させようとする，危険なポスト

政治ビジョンの一部となっているとする。しかし Mouffe は，そうならな

いためには，公然の敵との間で，ガバナンス・ネットワークが和解不可能

な紛争の戦場と化すべきとの見解であるかといえば，そうではないと理解

しているのである。すなわち社会的敵対というものは，公共ガバナンスの

本来的な部分であり，この社会的敵対があらゆる政治的な利益・信条・価

値の偶然的認識に基づいて，敵を対戦者に転換させたり，敵対的衝突を競

技的尊重に転換させたりする，民主主義的なエートスと民主議的立ち振る

舞いの作法の発展によって制御されなければならないと考えている。

またこれに加えて，気になる議論，すなわち「規制された自己規制」

（Cruikshank 1999；Dean 1999；Rose 1999）の議論を紹介して，本書を

締めくくるのである（pp. 314-315）。要するにあらゆるレベルの諸ガバメ

ントが一方で最低限の政治力と財政的リソースを同時に発揮しつつ，他方

で高まるプレッシャーのなかで柔軟で応答的な介入によって，複雑な政策

問題の解決が要請されていることについてである。それに対する打開策は，

アガバメントが「規制された自己規制」の実践により多くを依拠すること
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と，イ個々人・ターゲットグループ・民間企業・公共インスティテュー

ション・ガバナンスネットワークには広範な定義の目標・規範・合理性に

従って自らを規制することである。いずれにしてもガバナンス・ネット

ワークは数多くの自己規制の事例の一つであり，さらに他の方にまで拡張

されたメタガバナンス研究が民主的ガバナンス・ネットワークの発展と維

持の方法についての研究を一層鼓舞するものであるとの展望を示すのであ

る。

さて以上を踏まえて，ガバナンス・ネットワーク研究に対する S rensen

& Torfing の第二世代研究論の展望について，どのように理解すべきか，

そしてどのように議論すべきかを述べてみる。まず理解の点についていえ

ば，ふたりの第二世代研究論の意味がガバナンス・ネットワーク研究の理

論的内容としてと，文字とおり90年代に研究を進めた第一世代に続く次の

世代の研究者としての，二重の内容となっていることがわかる。これに関

しては，すでに冒頭で紹介してある Kooiman（2008）の指摘，すなわち

ふたりの提唱する第二世代研究論の理論的内容に関わる，世代を画する新

しさとは一体なにかという疑問がある。本稿はその点について，S rensen

& Torfing の議論の新しさを，ガバナンス・ネットワーク研究をポストモ

ダン学派の議論ベースで構築しようとする意欲的な試みとして，またマル

チ理論アプローチによる豊富な知見を産出するもの21）として，この２つ

から Kooiman に対して回答できると考えている。

お わ り に

以上のところまでで，予定していた S rensen & Torfing（2007）におけ

るマルチ理論アプローチによる民主的ガバナンス・ネットワーク論の研究

をほぼ紹介し終えている。また，すでに各々で最低限度ではあるけれども

必要な検討も済ませていることから，S rensen & Torfing の特色のある議

論の全体像はすでに明らかにすることができたと考える。
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そこで残りの紙幅は，S rensen & Torfing（2007）の研究が多様なガバ

ナンス研究のなかでみた場合に，どのように位置づけられるものなのかを

考えることにあてたい。そのことがはっきりすれば，ふたりの研究の意義

はさらに一層鮮明なものとなるであろう。

最近，Bellamy & Palumbo（2010）は，政治理論と公共政策を対象に，

『シチズンシップ』『政治的アカウンタビリティ』『公共倫理』とともに，

『ガバメントからガバナンスへ』と題する論文集成を編集している（ちな

みに S rensen & Torfing の著作やふたりへの言及は，それには含まれて

いないが）。そこでは Palumbo（2010）によって総括的な序章が書かれて

いる。そして表12によって，ガバナンス研究の全体を大きく４つに分類さ

れている。それでは S rensen & Torfing（2007）は，そのなかで，どこに

属しているのかを検討しておこう。

あらかじめ Palumbo に依って本表を概説しておけば，こうである（pp.

xv-xvi）。まずこのマトリックスは，主なガバナンス・アプローチである

再構築型と比較型と，ガバナンス研究を導く主な仮説である国家危機と国

家狡知から成っている。次に再構築型と比較型の各アプローチの特徴は，

前者が意思決定・政策立案・政策執行に関わる経験的ミクロ研究であり，

そして新制度主義者であれば制度的変化に，新機能主義者であれば過程的

イノベーションに焦点化されている。後者はミドルレベルの研究となり，

抽象的で分析的なカテゴリーが精緻化されたり比較化されたりする。また
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表12 ガバナンスに関するナラティブ

ガバナンス･ナラティブ
ガバナンス･アプローチ

国家危機仮説 国家狡知仮説

再構築型アプローチ
空洞化命題
ネットワーク・ガバナンス

ポスト民主主義研究
非政治化命題

比較型アプローチ
退場理論
ネットワーク化ポリティ

競争的国家
ネオ・リアリスト理論

出所 Palumbo（2010）の Figure 1（p. XV）に基づき作成



国家危機と国家狡知の両仮説の特徴は，前者が政治的変化を，国民国家の

行為者を蝕み，その改革能力を喪失させる奥深いところで進行する社会的

経済的再編に依拠するものとみるのに対して，後者がいわゆる国家退場論

への懐疑的立場から，社会的経済的変数から政治的行為の自律性（たとえ

優位性ではないにしろ）を再確認するものである。

これを踏まえて，Palumbo は本表の標題であるガバナンス・ナラティ

ブには，次の２つが併存しているとみている。ひとつは，大きな政府の新

自由主義的改革と市場のグローバル化によって惹起される集合行為問題の

解決にために，分権化の取り組みを通じて顕在化するひとまとまりのイノ

ベーションというものでる（Ansell 2000；Majone 1997；Rhodes 1996；

Rosenau 1995；Slaughter 2003）。もうひとつは新自由主義的改革への反

対論を鎮める一方で，その改革を強固なものとすることができるポスト民

主主義的秩序の構築化の試みというものである（Bevir 2006；Harmes

2006；Jessop 1998；Smismans 2008）。結局，前者のナラティブはガバナ

ンスを，ハイアラーキーと市場の代替案として考える支配的な見解であり，

第一世代の唱道者のものである。後者はそれに異議を唱える次世代の見解

であり，ガバナンス・ネットワークのようなハイアラーキーと市場とは異

なる方法による「ネオ自由主義」（Palumbo 2010：xvi)22）としてみるもの

である。

以上の説明から判断すれば，S rensen & Torfing（2007）の本表のなか

での位置づけは，再構築アプローチと国家狡知仮説に基づく後者のナラ

ティブに属するポスト自由主義的民主主義研究であり，またその典型的な

研究成果として考えることができるであろう。その理由は，再構築アプ

ローチである制度的変化に焦点を当てる研究フレームワークであり，国家

狡知仮説に立ったアクターの政治的行為の自律性を重視し，それに基づい

てガバナンス・ネットワークの形成と展開を考えているからであり，基本

的な研究課題を正面に据えながらポスト自由主義的民主主義の展望を切り

開こうとしているからである。
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1) 管見では，本稿で検討する S rensen & Torfing（2007）以外には，ガバナンスに対す

る複数による理論アプローチを試みる研究はなさそうである。ちなみに Chhotray &

Stoker（2009）では学問横断的アプローチといって，諸学問研究（行政学・新制度経済

学・国際関係学・開発研究・社会法研究・コーポレートガバナンス・参加民主主義・環境

ガバナンス）を横断する総合的な議論を試みようとしている。その際に彼らは，ガバナン

ス理論を発展させる際に，諸学問を統合化しようという意図はそもそもなく，ガバナンス

理論史のなかで相互に学び合いながら互いの長所と欠点を批評し合う立場であるという

（Chhotray & Stoker 2009：：10-11）。

2) 本書に関しては基礎となる著作がある。それはデンマーク語で書かれた S rensen &

Torfing（2005a）である。この成果は，Torfing が20003年１月に自ら創設し Director を

務めている Centre for Democratic Network Governance でのものである。ちなみに

Torfing は政治学（ディスコース理論を含む）の教授であり，Essex 大学の Laclau の下

で博士学位を取得している（Townshend 2003 も参照）。S rensen は行政学とデモクラ

シーの教授で，Copenhagen 大学で博士学位を取得している。ふたりの著作は，これ以外

にも例えば（拙訳）「公共セクターにおけるコラボレーティブ・イノベーション：分析フ

レームワークについて」（『立命館法学』330号，2010年）がある。また Torfing にはガバ

ナンスをコンパクトに解説する Torfing（2010b）を始め，著書として New Theories of

Discource，Blackwell，1999 と，Torfing & Howarth (eds.) Discource Theory in

European Politics, Palgrave Macmillan，2005，Marcussen & Torfing（2007）等がある。

S rensen には Peter Triantafillou (eds.)，The Politics of Self-Governance，Ashgate，

2009 等がある。

3) 管見によれば，海外では本書への書評が２つある。ひとつは，ふたりによって第一世代

の研究であるとの評価が下された Kooiman（2008）であり，もうひとつは Ansell（2008）

である。まず Kooiman については堀（2011：注４）で紹介しているとおり，ふたりの理

論貢献を第二世代にふさわしい画期を成す主張とすることに疑問を呈している。また

Ansell では，本書を同じシリーズの Marcussen & Torfing（2007）とともに，その理論的

立場として「ガバメントからガバナンスへ」ではなくて「ガバメント並びにガバナンス」

であり，ガバナンス・ネットワーク概念の利用という点での特徴があることを指摘するに

留まっている。

4) ちなみに Torfing（2010b）では，ガバナンスには統一理論は存在しておらず，次に示

す競合する諸理論によって生みだされる研究成果を持ち寄ることが大切であると考えてい

る（p. 566）。それは，主人―代理人理論・システム理論・合理的選択型制度主義・規範的

制度主義・解釈主義的政策分析・ポスト構造主義的ガバメンタリティ理論である。

5) 両者は執筆にあたり，S rensen & Torfing（2007）の所収論文を参考にしている。まず

外川にあっては，自らの問題関心から「ガバナンス分析のための理論構築」のために同所

収の諸論文を利用する。その際に，冒頭の序論（本稿では「１」の箇所）と最終章（同

「６｣：ちなみに参考文献リストには掲記されているけれども，本文中には参考にされた跡

がみあたらないが）は取り上げられていない。したがって外川にとって，関心のあるガバ

ナンス分析のための理論構築に，ふたりの提起する第二世代研究論とマルチ理論アプロー
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チに，大きな貢献が認められるまでのものがないということを暗示しているのかもしれな

い。

それに対して木暮は論題（「第１世代から第２世代のガバナンス論へ：ガバナンス・

ネットワーク論の展開を中心に」）からわかるとおりに，ふたりの提起に積極的に対応し

ているようにみえる。しかし，本文をよく読むと必ずしもそういうわけではなさそうであ

る。

まず木暮は，S rensen & Torfing（2007）を，次のように位置づける。「近年のガバナ

ンス論で特徴的なのは，新制度論（New Institutionalism）などの既成理論を援用しなが

ら，厳密な分析フレームワークとしてガバナンス概念を発展させようとする試みがみられ

ることである。おそらく，こうした潮流において，もっとも体系的に行われた研究として

挙げられるのは，ソレンセンとトーフィングらによる『第２世代のガバナンス』論である

といえるだろう」（p. 22）とする。

次に S rensen & Torfing（2007）の全体評価を，冒頭の「1．20年後のガバナンス論」

で述べる。そこでは「第２世代の特徴とは，ガバナンス・ネットワークの特徴そのものに

あるのではなく，新しい研究課題にあるといっていいだろう」（木暮 2009：24）と述べ，

ふたりが冒頭の序章（p. 14）で指摘する４つの課題（本文 p. 1206で示すア～エのこと）

を紹介するに留まっている。

最後に木暮は先ほどの全体評価を踏まえて，その後の本文では３つの論点，すなわち

「2．ガバナンス・ネットワークの特徴と新制度論」，「3．ガバナンス・ネットワークとメ

タ・ガバナンス」，「4．ガバナンス・ネットワークと民主主義」に限定して，S rensen &

Torfing（2007）の所収論文を利用しつつ考察を進めている。

6) ちなみに当該の本章は本書の最後に置かれているにもかかわらず，どういうわけか「終

章」と明示されているわけではなく，それに相当する言葉もなく，すぐに論題から始まっ

ている。

7) ここで failure の訳語を「機能不全（失敗）」にしている理由には，事実の面での機能不

全と評価の面での失敗の両方を表したい意図がある。

8) この点に関しては，すでに木暮（2009：pp. 27-28）が紹介している。それによれば，

著者のふたりにはガバナンス・ネットワークが，「交渉を通じて，共通のルールや規範，

遵守のメカニズムが発展したとしても，それらが固定化された制度へと発展することはな

い」けれども，「無秩序や不安定さを抑制するためには，アクター間の交渉における制度

が必要」となっているなかで，「多少，制度化されていると捉えることが可能である28)」

と理解されるものとしてである。このような理解は木暮の行う概括的な叙述の範囲ではそ

うなるかもしれないし，著者のふたりの当該記述に関する本書全体から受ける印象からも

そうであろう。ただしこの箇所での，ふたりの記述を厳密に理解すると，本文で指摘して

いるとおり，ガバナンス・ネットワークの２つの「可能性」が述べられているのである。

なお木暮（2009）の注28)（p. 43）は「Ibid. 27」ではなくて，「1．Theoretical Approaches

to Governance to Governance Network Dynamics」である。

9) ちなみに米国側での Isett et al.（2011）による行政学上のネットワーク研究の最新状況

の紹介論文においては，フォーマルとインフォーマルの各ネットワーク研究とともに，イ
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ンフォーマルからフォーマルへのネットワークの正式化（その逆向きもあるが）の研究状

況が紹介されている。そこでの著者らの今後の研究への指摘は，こうしたネットワークの

進展がそれ自体のガバナンス上で果たす役割に依拠していることから，そのことを十分に

理解しなければならないというものである（p. i166）。ただしそこでは，ガバナンスそれ

自体を論じているわけではない。

10) S rensen & Torfing は，本書においては，本文の説明以上には，当該フレームとそれ

を構築する（非）制度化プロセスについて述べてはいない。またこの箇所の叙述が後述す

る４つの制度主義理論のいずれに依るものか，あるいは別のものなのかについても明示的

説明がない。

11) ちなみに先行研究では，アクターとガバナンス・ネットワークおよび国家の関係は，例

えば「networked polity」という新たな概念で論じられている（Ansell 2000）。Ansell は

networked polity がガバナンス構造をもつものであって，そこでは「国家と社会の組織が

両方とも（プリューラリズムの状態のように）垂直的にも水平的にも分散化し，（コーポ

ラティズムの状態のように）共同的な交流によって相互に結びつけ合っている」（p. 311）

と理解している。これに関して，S rensen & Torfing 自身は networked polity と類似す

る概念であると思われる，differentiated polity という用語を別の箇所（「終章｣：p. 298）

で一度しか使わず，そうした両者の相互関係をまったく議論していないのである。こうし

た背景には，本文で指摘してあるとおり，そもそも「ガバメント並びにガバナンス」論が

内容 までで止められていて，十分に論じられていないことがある。なお

differentiated polity の概念をめぐる議論状況は，Bevir（2009：pp. 71-74）を参照のこと。

12) ちなみに Bevir & Rhodes（2010）は，S rensen & Torfing のように経路依存性の議論

を評価せず，ガバナンス・パターンの決定づけ（p. 92）やそのパターンの変化の説明（p.

98）に役立つものではないとして，「適合化された行為者の信条とプラクティスに根差ず

変化についての分析」（p. 95）で置き換えるのである。

13) すでに木暮（2009）からも，ガバナンス理論の発展にとっての社会構築主義的制度主義

理論等の利用に関して，「ガバナンス概念を理解し，また実証レベルでの分析を行う際に

も，ミクロやマクロを含めた多面的な観点から捉える必要性を喚起している」（p. 32）と

の肯定的評価が示されている。

14) 木暮（2009）は，メタガバナンス論の全般的な議論を通じて，次の３点を指摘する。①

ガバナンス論の当初において国家の空洞化が論じられたことを考えれば，「あらためて政

府の存在に注目が集まりつつあることは皮肉な状況かもしれない」（p. 36）こと，② 日本

のような伝統的官僚制が強く残っているところでは，メタガバナンスが「伝統的なハイア

ラーキー的統治と全く変わらないという状況も考えられうる」（同上）こと，③ 分析視角

としてのメタガバナンス自体は「重要」であるとしながらも，実体論からみる場合の「水

平的なアクターの協調を重視するようなガバナンス」との「両立」については「今後，慎

重に検証する必要がある」こと（同上），である。

これらに対して本書の検討を踏まえて，さしあたり述べておきたいことがある。まず①

については，そうした指摘は適切である。ただし Peters（2010）の指摘するように以前

の状態への単なる回帰ではなくて，公共セクターの介入戦略に根本的な変更が生じている
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とみておいたほうがいいであろう（p. 20）。ちなみに堀（2011）が紹介する Bevir &

Rhodes（2010）の，S rensen & Torfing（2007）を含むメタガバナンス研究（「第二の波」

論）批判においては，こうした国家の関与が問題視されているのである。②については，

指摘される懸念はそのとおりである。なお本書の立場からみれば，問題の核心は「伝統的

なハイアラーキー的統治」を実行するメタガバナンスの側ではなくて，メタガバナンスに

それを実行させている「伝統的官僚制」の側にあると考えられる。その理由は表８で示す

メタガバナーが，いずれの理論アプローチも大半が「伝統的官僚制」が依拠する国家であ

り，統合化理論のなかには社会や政治システムの場合もあるけれども，国家の場合と同様

に考えることができるとみているからである。ちなみに外川（2009：73）は「諸問題の解

決にとってフォーマルな諸リソースが不可欠な場合」と「フォーマルな諸リソースの重要

性がインフォーマルな諸リソースのそれより相対的に高い場合」の場合にのみ，「結果的

に国家政府諸アクターがメタガバナーにならざるを得ない」（傍点：引用者）とみている。

こうした認識の背景には，外川（2008）が「彼ら〔S rensen & Torfing：引用者〕は，今，

述べた国家の役割をメタガバナンスと見ている。しかし，そうであるかについては，議論

の余地があることだけを指摘しておきたい」との考えがあるからに他ならない（注２：

pp. 39-40）。③については，前項を踏まえると，メタガバナンスが「両立」を目指すべき

相手はさしあたり「水平的なアクターの協調を重視するようなガバナンス」ではなくて，

「伝統的官僚制」もそのなかに含まれる国家などではないかと考える。

15) ここでポストモダニスト的議論として判断する背景には，S rensen & Torfing の研究

アプローチの立脚点がある。それについては注２で紹介するふたりの著作からわかるけれ

ども，ここでは S rensen & Torfing（2001）で説明しておこう。ふたりは権力をめぐる

北欧での諸研究の批評に際して，ア Foucault に学んだ主権的権力から議論的権力

（discursive power）への理論的シフト，イ 権力の下降的分析から上向的分析への方法論

的シフト，ウ 権力の強調から民主主義に向かっての関心の増大という実質的なシフトと

いう，これらの傾向性の確認を試みているのである。そしてその検討結果から，北欧では，

それらのシフトに関する一般的傾向性が認められるとしている（p. 232）。

16) S rensen & Torfing（2005b）によれば，集合的諸理論と統合的諸理論に該当する理論

家は次のとおりである。すなわち前者には James Mill，Jeremy Bentham，Charles

Montesquieu，Joseph Schumpeter，Robert A. Dahl，John Rawls などが該当し，後者に

は John Stuart Mill，Carole Pateman，Benjamin Barber などを考えている。

17) S rensen & Torfing は存在論的立場に特に注記を付しているわけではない。そこでご

く簡単な説明を加えておけば，存在論的立場とは，それ自体の存在や他のものに対する

モード（様式）ないしは規定要因を問いかける研究姿勢であると考えられる（Scruton

2007，p. 492）。

18) 先行研究の木暮（2009）では「ガバナンスと民主主義的な原則や正統性をめぐる問題が

重要な研究テーマ」（p. 37）として取り上げる本書を評価している。だだし S rensen &

Torfing が第二世代研究論に向けて検討するポスト自由主義的民主主義論に関しては，そ

の一部のみを対象としている。またそのなかには，ここで取り上げるべき，ふたりの議論

に対する評価は含まれていない（pp. 37-38）。
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19) かつて堀（2007）において，民主的ガバナンス・ネットワークの概念規定を，「分析概

念〔ガバナンスやネットワーク〕に規範的な意味〔民主的〕を加えて規範概念化」（p. 13）

したものと理解していた。しかし本稿での検討を踏まえれば，民主的ガバナンス・ネット

ワークの概念全体が「規範概念化」されたものとして考えることはできない。従って民主

的と形容されながら，その規範性がガバナンスとネットワークの両概念に反映されていな

いことからいえば，あくまで学問概念（堀 2007，図６参照）として，これを理解した方

がいいと考える。

20) ちなみに Torfing（2009）では反基礎づけ主義的権力概念の構築に向けて，Foucault，

Derrida，Laclau & Mouffe，Lacan を取り上げて議論している。

21) このマルチ理論アプローチの成果については，堀（2011）で紹介してあるとおり，

Bevir & Rhodes（2010：pp. 86-87）から，ふたりの分類表には挙げられた論者自身にメ

タガバナンス論への認識がないことに着目して，奇妙さがあるとしながらも，国家の介入

やそのコントロールの程度や形態の差異を明確にすることに貢献するとの評価がある（堀

2011：注７も参照のこと）。

22) この箇所の訳文はこうである。「二番目の見解は，ガバナンスを，その他〔ハイアラー

キーと市場〕の方法によるネオ自由主義（neo-liberalism）としてみる」（Palumbo 2010：

xvi）。neo-liberalism の訳語を新自由主義とはせずに，ネオ自由主義とした理由は２つあ

る。① 本 文 に お い て「from neo-liberal solutions（market）to network forms of

organization. Hence，the label network governance'.」（同上）という使用例があること，

② 本文において指摘されている当該理論家たちの各見解は，それぞれ Bevir 2006 のラジ

カル民主主義論，Harmes 2006 の新自由主義批判論，Jessop 1998 のメタガバナンス論，

Smismans 2008 の参加型ガバナンス論であることから，neo-liberalism を新自由主義とい

う訳語で理解することはできないと考えるからである。ちなみに，この「ネオ自由主義」

という訳語が意味する内容とは，本稿でいえばポスト自由主義的民主主義（表10～11参

照）に属するものであると考えている。
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